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נּ
ךּשּ

לּ
ךּ

約30万人
（H29 ・厚生労働省推計）

ṇ ḱ ṇ ḱ ṇ ṇּצ ︡ ךּ
約10万人（H29 ）

ể

約66万人
（R4・労働力調査）

ṇ
約0.3 万人（R７・ホームレス

の実態に関する全国調査）

ḱ
︣

約0.3 万人（R3・自殺統計）

ḭ
地方税滞納率 0.6% （R3・総務省統計データ）、国保保険料滞納世帯数約245 万世帯

（R1・ 厚生労働省保険局国民健康保険課調べ ）、無担保無保証借入3件以上の者約122 万人
（R4.10 末現在・（株）日本信用情報機構統計データ ）

※制度の対象となりうる、又は対象であったと考えられる者の例。それぞれは重複もある。

ḱ

（参考）住居確保給
付金の受給者のうち
「自営」の割合：

21.8% （※）

（※）令和２年度居住支援の強化に向けた調査研究報告書（全国居住支援法人協議会）において、2020 年５月に住居確保給付金の支給決定した者から抽出した1257 人のうち
「主たる生計維持者の勤務形態」が「自営」と答えた割合。

ṇ

טּ
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Ḵ

生活困窮者は、既に顕在化している場合と、課題を抱えてはいるが見えにくい場合とがある。
複合的な課題を抱える生活困窮者がいわゆる「制度の狭間」に陥らないよう、できる限り幅広く対応することが必要。

כֿקּ
טּ

15～39歳までの者：約18万人
（H27 ・内閣府推計による「狭

義のひきこもり」）
40～64歳までの者：約37万人
（H30 ・内閣府推計による「狭

義のひきこもり」）



相談に際して ḱ ︣ Ḯ複合的な課題を抱えるךּ

生活困窮者がいわゆる「制度の狭間」に陥らないよう、 קּ שּ Ḯ

生活困窮者の中には、 צּ צּ ḭ ṇ קּ ךּ Ḯךּ

そのため、 ṇ ךּ צּ צּ לּ するとともに、

。

支援に当たっては、法に定める各種事業、法外の関連事業、インフォーマルな取組などと 。

既存の社会資源では生活困窮者の課題に対応できない場合には、地域における関係者との協議

を通じて、 。

就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、

最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者
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̒

Å 全国907自治体で1,381機関
Å 生活と就労に関する支援員を配置

したワンストップ相談窓口
Å 一人一人の状況に応じて、自立に

向けた支援計画を作成

住まいの確保の
支援が必要

子どもに対する
支援が必要

̒
Å 就職活動を支えるための家賃費用や

家計改善のための転居費用を給付

É

Å 一般就労に向けた日常生活自立・社
会生活自立・就労自立のための訓練

Å

Å 直ちに一般就労が困難な方に対する
支援付きの就労の場の育成

É

Å 住居喪失者に一定期間、衣食住等の
日常生活に必要な支援を提供

Å シェルター等利用者や居住困難者に
一定期間の見守りや生活支援

É

Å 家計を把握することや利用者の家計
改善意欲を高めるための支援

Å ḱ
Å 子どもに対する学習支援
Å 子ども・保護者に対する生活習慣・

育成環境の改善、教育・就労に関
する支援等

R7 Ḳ760
ṧ R6 Ḳ80  

本人の状況に
応じた支援

緊急に衣食住の
確保が必要

家計の見直しが必要

包括的な相談支援
来所

訪問

就労に向けた
手厚い支援が必要

住まいに課題があり
地域社会からも孤立

É

Å 関係機関が参加して生活困窮者に
関する情報共有や地域課題解決に
向けた議論を行う

Å 自ら支援を求めることが困難な生
活困窮者を早期に支援につなぐ

β★：必須、◆：努力義務、□：任意 4



ךּ קּ

Å自立相談支援機関に設置、または、既存の制度（重層事業、居住支援法人、
居住支援協議会等）を活用

※自立相談支援機関の支援員の加算創設【令和７年度予算】

Å主に4つの機能を想定

① 住まいの相談対応、課題の把握・分析、支援方針の検討、必要な支援・
連携先へのつなぎ、支援状況の確認等【相談支援】

② 大家、不動産仲介業者、居住支援法人等からの相談対応
③ 福祉事務所、地域包括支援ｾﾝﾀｰ、基幹相談支援ｾﾝﾀｰ等からの相談対応
④ 物件・支援等の情報収集、地域の支援ニーズの把握 等

ךּ

入居前 退居時

Å住宅と福祉の関係者が連携した地域における総
合的・包括的な居住支援体制の整備を推進

Å地方公共団体の住宅部局・福祉部局、居住支援
法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を構成
員とした会議体

＜活動例＞

Å会議での情報交換、地域の支援体制の検討
Å不動産・福祉関係団体への働きかけ、ネッ

トワーク形成
Å住宅相談・物件の紹介等の事業の実施
Å家賃債務保証・安否確認サービス等の紹介

入居中

5

Å住まい不安定（ネットカフェ、知人宅、寮付

き就労等）、ホームレス、家賃が払えない

Å高齢等の理由により、家探しが困難

Å大家に賃貸借契約の締結・更新を断られた

Å保証人がいない

Å日常の安否確認・見守りや、必要に応じた

福祉サービス等へのつなぎが必要

Å高齢等の理由により定期的な見守りや支援

が必要、地域で孤立している

Å残置物の処理が困難

【支援策】

Vシェルター事業（生活困窮者）：一時的な住まいを確保し、就労支援を行って、賃貸住宅での生活を支援
V地域居住支援事業（生活困窮者、被保護者）：不動産仲介業者への同行支援などの入居支援、入居中の見守り・社会参加の支援
V地域支援事業（高齢者）：不動産仲介業者への同行支援などの入居支援、入居中の見守り支援
V救護施設、日常生活支援住居施設等（被保護者）：住まいと生活の支援
V居住支援法人等：入居支援や保証人機能の確保、日常の安否確認・見守り等の必要なサービスの実施
Vセーフティネット登録住宅：低額所得者や高齢者等の住宅確保要配慮者の入居を断らない住宅
V居住サポート住宅：日常的な安否確認・見守り、生活・心身の状況が不安定化した時の福祉サービスへのつなぎを行う住宅

בֿ ךּ

後
方
支
援
・
連
携

ḱ
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生活困窮者・生活困窮者の家族その他の関係者

Å 制度の入り口として相談に応じ、就労や住まいの課題をはじめとする様々な課題を評価・分析（アセスメント）し

てその状態にあった自立支援計画（プラン）を作成し、必要な支援の提供につなげる。

Å 関係機関とのネットワークづくりと地域に不足する社会資源の開発等を行う。

Å 生活保護に至る前の段階から早期に支援を行うことにより、より早く生活困窮状態から抜け出すことができる。
Å 地域における相談支援機能や居場所等を充実させることができる。

אל

必須事業

生活困窮者自立
支援法に

基づく支援
（住居確保
給付金等）

お金が
ないê

家が
ないê

仕事が
ないê

生活困窮者

誰に相談すれば
いいのか

分からないê

これから
どうやって

生活しようê

来所

訪問

相談を受け、
困りごとを整理

ḱ

同行支援、
他機関の紹介等

ḱ

プラン振返りと
課題整理

(プラン見直し)

פּ

連携・活用
ハローワークや

法テラス等
他制度の支援

民生委員の見守り、
フードバンクによる

食料の提供など
民間の支援

主任相談支援員
就労支援員
相談支援員
を配置β

【実績等】・907 自治体1,387 か所（R5）
・新規相談受付件数293,455 件（R5）
・プラン作成件数93,282 件（R5）

7

β上記支援員のほか、住まい相談支援員を配置することも可能。



ṕ ṇ Ṗ

Å 居住支援協議会について、全ての自治体で設置されることを目指し、その設置を自治体の努力義務とする。
（R7.3 末時点：155 協議会（全都道府県、117 市区町村））

Å 住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行うものを構成員とすることを明確化。

＜想定される効果の例＞

V 福祉部局・住宅部局・不動産関係団体・居住支援団体等の相互理解や連携が深まることにより、住まいの課題に
対する個別具体的な支援に当たって活用可能な方策が可視化され、必要な方策を円滑に活用できるようになる。
（事務局が住宅相談事業の実施や、物件・関係サービスの紹介を行うこともある。）

V 地域における住まいのニーズや不動産関係団体・大家等が抱える課題が共有されることにより、今後必要な支援
等が明らかになり、地域づくりや活用可能な住宅ストックの確保等につながる。

8

・会議での協議、情報交換

・不動産・福祉団体への働きかけ、ネットワーク形成

・住宅相談事業、物件の紹介

・家賃債務保証、安否確認サービス等の紹介

等

ḱ

ṇ

¸ それぞれの市区町村で居住支援協議会を設置し、生活困窮者自立支援制度担当をはじめとする福祉部局も参画。

（自立相談支援機関や地域居住支援事業者も参画することが望ましい。）

構成員の例：
Å住宅部局、福祉部局（生活困窮者自立支援、生活保護、

高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉担当等）
Å住宅・不動産関係団体※、居住支援法人、福祉支援団体、

サービス事業者
Å士業団体（建築士会、弁護士会、社会福祉士会、土地家

屋調査士会等）
Å家賃債務保証会社、消費者団体、大学 等

※ 全国宅地建物取引協会、全日本不動産協会、
日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸住宅経営者協会、
住宅供給公社、都市再生機構（UR) 
等の都道府県組織・支部など

令和７年10月１日施行



ṕ ṇ ḭ Ṗ

【実績】
・シェルター：378 自治体(42 ％)(R6)
・地域居住支援:71 自治体(R6）

Å シェルター事業 ：路上生活者や、終夜営業店舗等にいる一定の住居を持たない不安定居住者

Å 地域居住支援事業：シェルター退所者や居住に困難を抱える、地域社会から孤立した状態にある低所得者

Å シェルター事業：利用している間に、住居の確保や就労に向けた資金の貯蓄等が実現し自立が可能になる。
Å 地域居住支援事業：社会的孤立を防止するとともに、地域において自立した日常生活を継続できるようになる。

אל

路上、河川敷、
ネットカフェ、サウナ、

友人宅に寝泊まりしている…

賃貸住宅への入居を断られた、
地域での一人暮らしが不安…

ṇ
＜当面の日常生活支援＞

・宿泊場所や食事の提供
・衣類等の日用品を支給 等

※自立相談支援機関と連携し、住居の確保や
就労に向けた支援等も実施。

※緊急一時的な支援が必要な生活困窮者に対
する一時的な支援・支援先・受入れ先の
調整等の実施も可。

＜入居支援・地域での見守り支援＞
①入居に当たっての支援
・不動産業者等への同行支援
・保証人や緊急連絡先が不要な物件、低廉な家賃の物件情報の収集

②居住を安定して継続するための支援
・訪問等による居宅における見守り支援

③環境整備
・地域とのつながり促進支援
・協力を得やすい不動産事業者等とのネットワーク構築 等

※支援期間は原則１年間。

（対象者の状態に応じて

柔軟に延長可能）

9



ṕ נּ Ṗ

必須事業 【実績】・新規申請10,306 件
・新規決定9,478 件
・支給済額22.6 億円（いずれもR5実績）

住居を失うおそれが生じている以下①又は②の者であって、支給要件・求職活動要件を満たすもの
① 離職・廃業後２年以内（※）の者

（※当該期間に疾病等やむをえない事情により求職活動が困難な場合は最長４年以内）
② 自己の責めによらず収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある者

Ṯ ṯ 家賃額（住宅扶助額を上限） ※特別区では単身5.4 万円、２人世帯6.4 万円

Ṯ ṯ 原則３か月（求職活動等を行っている場合は３か月延長可能（最長９か月まで））

Å 住まいの安定を確保することにより、安心して求職活動に取り組むことができ、就労を実現することができる。

אל

Ṯ ṯ

Ṇ ：世帯収入の月額が市町村民税均等割非課税の水準（特別区では単身8.4 万円、２人世帯13万円）

＋家賃額（住宅扶助額を上限）より少ない

Ṇ ：世帯の預貯金等が市町村民税均等割非課税の水準の６か月分で、100 万円を超えない額

（特別区では単身50.4 万円、2人世帯78万円）

Ṇ ：原則、①による求職活動を行う。ただし、一定の要件の下、②による取組みも可とする。

①公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、求職活動を行う。

②公的な経営相談先へ経営相談の申込みをし、その助言等に基づき業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行う。

10



ṕ Ṗ

必須事業

収入が著しく減少し、家計改善のため、転居により家賃負担等を軽減（※）する必要がある生活困窮者であって、
支給要件を満たすもの

例：配偶者と死別し世帯の年金収入が減少した高齢者、疾病等で離職し就労収入を増やすことが難しい者 等

※ 現在より家賃の低い物件に転居する場合のほか、家賃負担が多少上がっても、

通院先への交通費負担が軽減される場合や、持ち家を修繕する負担が大きい場合等も含む

Å 家賃負担軽減により自己の収入等の範囲内で住み続けることができ、自立の促進が図られる。

אל

Ṯ ṯ

Ṇ ：世帯収入の月額が市町村民税均等割非課税の水準（特別区では単身8.4 万円、２人世帯13万円）

＋家賃額（住宅扶助額を上限）より少ない

Ṇ ：世帯の預貯金等が市町村民税均等割非課税の水準の６か月分で、100 万円を超えない額

（特別区では単身50.4 万円、2人世帯78万円）

Ṇ ︣ ：家計改善の支援において転居によって家計が改善することが認められること

11

Ṯ ṯ新たな住居の確保に要する費用（転居先の自治体における住宅扶助額に基づく額の３倍の額（これによりが

たい場合は別に厚生労働大臣が定める額）を上限）ただし、実費が支給額を下回る場合は実費相当。

Ṯ ṯ転居先の住宅に係る初期費用（礼金、仲介手数料、保証料、保険料）、転居先への家財の運搬費用



ḱ

נּ

（女性相談支援センター
等）

כֿ
（児童相談所等）

וֹףּ

○ 生活困窮者自立支援制度では、他制度と連携しつつ、 ︢ קּ שּפּ することが重要。
また、必要とする方に確実に支援を届けるという ṇ の観点から、関係機関が生活困窮の端緒となる事象
を把握した場合には、 を行うことが必要。

○ さらに、 に当たっても、他制度のネットワークや他機関と連携することが重要。

連携通知で示した連携の例

（地域包括支援センター等）

（地域自殺対策推
進センター等）

（教育委員会、
スクールソーシャ
ルワーカー等）

（公営住宅、
居住支援協議会

等）

（税務担当部局）

（年金事務所等）

（福祉事務所）

（農政担当部局等）

（消費生活相談窓口、
法テラス、弁護士会等）

כֿקּ
（ひきこもり支援機関）

ḱ

（子ども・若者支援
地域協議会等）

（保護観察所等）

（ハローワーク、
地域若者サポート
ステーション等）

（社会福祉協議会、民生委
員・児童委員、よりそい

ホットライン等）

（障害者就業・生活支援
センター等）

ḱ
ḱ

（保健師等）

12

（自立相談支援機関）

（日常生活自立支援事業、成年
後見制度等）



ṕ Ṗṡ ךּ Ṣ
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Å 生活困窮者自立支援制度における支援調整会議や支援会議について、住宅部局を構成員にすることは有効。

Å 住宅セーフティネット法改正により福祉関係者が居住支援協議会の構成員として明確化されたことを踏まえ、

生活困窮者自立支援制度主管部局等が参画することも検討されたい。

שּ ︡

Å 住宅部局において、公営住宅入居者・入居希望者等で生活困窮者を把握した場合は自立相談支援事業等の利

用勧奨を行うよう努めていただきたい。

Å 家計改善支援事業の実施者と公営住宅担当部局で日ごろから連携し、家計改善支援事業による支援状況も踏

まえた対応をお願いしたい。

Å 公営住宅をシェルター事業に使用することも可能。空き住戸を活用した自立支援を推進いただきたい。

Å 困窮法改正により居住支援法人との連携が努力義務化。

Å 自立相談支援事業において居住の課題を抱える生活困窮者に対応する場合は居住支援法人との連携が有効。

住まいに関する相談支援を居住支援法人に（再）委託することも可能。

Å 地域居住支援事業の実施に当たっても居住支援法人との連携は有効。また、地域におけるネットワークづく

りに居住支援協議会を活用することも考えられる。

通知掲載先：「生活困窮者自立支援制度と住宅施策の連携について」

https://www.mhlw.go.jp/content/001468503.pdf


（ 生 活 保 護 法 第 5 5 条 の 1 0 第 ４ 号 ）

ṕ Ṗ

・以下の①～④の事業（支援）を実施（③、④は任意）
・支援に当たってはケースワーカーと連携することとし、支援内容

は個々の被保護者に係る「援助方針」を踏まえたものとする

ṕ Ṗ

本事業は、居住の安定を図るための支援が必要な者に対し、
一定の期間にわたり、訪問による必要な情報の提供及び助言
等、現在の住居において日常生活を営むために必要な支援を
行うことを目的とする。

支援が必要と福祉事務所が認めた者（本人同意が必要）

一年間（福祉事務所判断で延長可）

居住支援員を配置（兼務可）

日常生活上の相談支援業務又は不動産関連業務従事
経験者など、事業を適切に実施出来る者

①入居等に当たっての支援

入居・転居先の候補物件や関連する生活支援サービスに関する情報提

供、契約手続き支援 など

②居住を安定して継続するための支援

定期的な戸別訪問等による見守り、生活支援

③地域社会との交流支援

④その他居住安定のために必要な支援

・適切な法人に外部委託可
・居住支援協議会が設置されている場合は当該協議会に参加
・著しく狭隘で設備が十分でない劣悪な環境や不必要なサービスを

強要しているなど不適切な事案を把握した際には、福祉事務所と連携
して対応

○ 居住の安定を図るための支援が必要な被保護者に対し、定期的な戸別訪問による必要な情報の提供及び助言等
現在の住居において日常生活を営むために必要な支援を行う事業

・実施主体 都道府県、市、福祉事務所設置町村（外部委託可能）

訪問時に食事・洗濯・掃除・ゴミ出しや公共料金の支払い状況の確

認等を通じて、居宅生活を送る上での課題を把握するとともに、必

要な相談・助言を行う

14



ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

Ṇ ךּ ḭ פּ ︣ צּ ךּ ḭ
ךּ כֿלּ צּ Ḯ ḭ ︢ ︣ Ḯ

Ṇ כֿ ḭ ḭ ḱ ḱ
ḭ ︣ כֿ ︣ Ḯ ※上記３事業を「特定被保護者対象事業」という。

ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

ṇ

V生保主管部局・困窮主管部局は、管内における被保
護者・生活困窮者の状況や支援ニーズ、生保事業の
実施状況や特定被保護者対象事業の支援体制等を総
合的に勘案し、本枠組みの活用について検討

V本枠組みを活用する場合、支援対象とする被保護者
の範囲、選定に関する考え方、具体的な支援の流れ
等について、あらかじめ ṕ ḭ

ḭ ḭ ḭ
Ṗ

V福祉事務所においては、本枠組みの活用により被保
護者を支援する場合も、生保事業により支援する場
合と同様に、

生 活 保 護 法 第 5 5 条 の 1 1

生 活 困 窮 者 自 立 支 援 法 第 ３ 条 第 ４ 項 ～ 第 ６ 項

─ ─▬ꜝ☻♩Ⱪ꜠◙הכ ה

15

https://3.bp.blogspot.com/-EY5xJI9HiWQ/W-0gvN12vSI/AAAAAAABQMc/NjfBJlcgZ5EcVQi4_xwfmTSoODH4OrzigCLcBGAs/s800/kaigi_school_blazer.png


︣ ṡ Ṣ（ 生 活 保 護 法 第 2 7 条 の ３ ）

Ẇ を抱える被保護者に対しては、 ︢ を行う必要

○ 個々のケースワーカーが問題を抱え込むことなく、 し、 を図りつつ支援

Ẇ こうした としてṡ Ṣ （構成機関は あり）

V保護の実施機関と調整会議の構成機関との間でṡ נּ Ṣを構築

V会議体の開催それ自体が目的化することのないよう留意

V既に様々な会議体が開催されている際には、 ︡ することや
とすることも効果的・効率的（相互連携の努力義務あり）

V構成機関間で個人情報を共有する際には、 ことが原則

・ 地域における に関する検討
・ Ṅ ḱ に関する検討
・ その他調整会議の目的を達成するために必要と認める事項

など

＜構成機関の例＞
自治体の関係部局（福祉、保健、雇用、住宅、教育等）、

  被保護事業受託事業者、各種相談機関（地域包括支援セン
  ター等）、救護施設等の保護施設、日常生活支援住居施設、
  社会福祉協議会、民生委員・児童委員、 居住支援法人、
医療機関、学校、高齢者・障害者関係サービス事業者 等

ḱ ṇ

＜参集する機関＞
構成機関のうち、 当該被保護者の支援に関
 係し得るもの（個人情報を扱う点に留意）

V当初の段階では、 ךּ︣ פּ し、順次、連携強化
の必要性を踏まえて所掌事項を見直していく視点も重要

V当初の段階から、 ￼︡ ︣ 、שּ
順次、連携強化の必要性を踏まえて構成機関を見直していく視点も重要

【 】 随時、被保護者の支援に当たり
関係し得る構成機関との間で、
当該被保護者の

、
︣ などを行う

ṥ Ṧ 日頃から ךּ ḱ し、 を
構築しておく観点から、各々の機関における
ḱ に関して情報共有

関係機関と連携し
たいけど・・・

専門的な支援が
必要だと

思うけど・・・

ケースワーカー

全ての構成機関は、守秘義務の趣旨やルールを十分に理
解し、遵守することが不可欠（法律上、守秘義務あり）

16
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ךּ פֿ ṕ︣ כֿ ḮṖ
ṕ Ṗ

○ 住居を失った又は失うおそれのある生活困窮者には、路上等で生活するホームレスのほか、終夜営業店舗や知人宅
等で寝泊まりする不安定な居住環境にある者が含まれる。

○ そうした不安定居住者においては、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業や一時生活支援事業、住居
確保給付金といった各自治体が実施している支援や居住支援法人等につなげることが重要である。

○ このため、住まいに困窮する方に対する支援情報サイトを開設するとともに電話やメールによる総合相談窓口を設
置し、各支援策の情報提供、地域の自治体の相談窓口等への案内、不安定居住者の実態把握のための相談内容の分析
等を行う。

Ẇ

Ẇ

Ẇ

Ẇ

Ѱ↓
̱ ֥
К

Ḹ ͑

支援制度や
相談窓口が
分からない

ֻ ֥

̮ᾱᵞẕ

₈▬ꜝ☻♩⁷ ₉─

֥
̝
К

Ḹ
ȳȢɆǲȏȒ

Ḹ ͑

˗ҵ
̱

ʝ
˗ ̮ᾱ ͪ

̂
̱ ֥

Ḹ
ȳȢɆǵ
ɵ ᵣ

͓ ˮβϘάϘʻ˯ ῢ
0120-050-229 

 https://sumakoma.mhlw.go.jp/
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https://www.google.co.jp/url?url=https://pixta.jp/illustration/1252681&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi0i96aj8PQAhWKT7wKHYDODW8QwW4INjAQ&usg=AFQjCNFfvxtkPh8N1guS6SbxRueSRCVHpw


Â 地域共生社会の実現に向けた取組については、平成29年の社会福祉法改正により、市町村による包括的な支援体制の整備について努力
義務規定が盛り込まれるとともに、令和２年の同法改正により、重層的支援体制整備事業が新設されたところ。

Â 令和２年の改正法附則第２条において、施行後５年を目途として施行状況について検討を加えることとされており、地域共生社会の実
現に資する施策の深化・展開について、また、身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応や、総合的な権利擁護支援策の充実等に
ついて、検討することを目的として開催する。

1. 「地域共生社会」の実現に向けた方策（地域共生社会の実現に資する施策の深化・展開、重層的支援体制整備事業等に関する今後の方
向性）

2. 地域共生社会における、身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応及び多分野の連携・協働の在り方

3. 成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合的な権利擁護支援策の充実

朝比奈 ミカ 市川市よりそい支援事業がじゅまる＋（多機関協働等）
市川市生活サポートセンターそら 総合センター長

尼野 千絵 特定非営利活動法人暮らしづくりネットワーク北芝
地域ささえあい推進室コーディネーター

石田 路子 特定非営利活動法人高齢社会をよくする女性の会 副理事長
伊藤 徳馬 茅ヶ崎市こども育成部こども育成相談課こどもセンター

課長補佐
奥田 知志 特定非営利活動法人抱樸 理事長
勝部 麗子 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 事務局長
加藤 恵 社会福祉法人半田市社会福祉協議会

半田市障がい者相談支援センター センター長
鏑木 奈津子 上智大学総合人間科学部社会福祉学科准教授

上山 泰 新潟大学法学部法学科教授
菊池 馨実 早稲田大学理事・法学学術院教授
栗田 将行 社会福祉法人福岡市社会福祉協議会

地域福祉部事業開発課長
田中 明美 生駒市特命監
中野 篤子 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

常任理事
永田 祐 同志社大学社会学部社会福祉学科教授
原田 正樹 日本福祉大学学長
松田 妙子 NPO法人子育てひろば全国連絡協議会 理事

特定非営利活動法人せたがや子育てネット代表
宮本 太郎 中央大学法学部教授（座長）

ṇ ṕ Ṗ

令和６年６月27 日：第１回、７月29日：第２回、８月21日：第３回、９月30日：第４回、10月29日：第５回、11月26日：第６回、12月26日：第７回

令和７年１月31日：第８回、３月27日：第９回、５月20日：第10回（中間取りまとめ）（以降、関係審議会で議論） 19



ṡ Ṣ

20

身寄りのない高齢者等の生活上の課題に対する相談窓口の在り方については、以下のとおり示している。

ỄḰ ךּ
ṕểṖ ךּ ︣
【現状・課題等】
○ 高齢者を中心として単身世帯等の増加が見込まれている中、単身男性世帯においては、「日頃のちょっとしたことの手助

け」で頼れる人がいない者の割合が高くなっている ほか、地域・家庭・職場といった支え合いの基盤も弱まっている。こう
した状況を踏まえると、高齢者だけでなく、ひとり親世帯の親子、独身の若者、中年層なども、将来、身寄りのない状態と
なることは想定され、頼れる身寄りがいないことに着目した支援策を検討していく必要がある。

○ こうした中で、現状、頼れる身寄りがいないことにより抱える生活上の課題に関する相談対応を受け止める窓口が明確でな
く、こうした相談対応を受け止める機能が必要とされている。

○ 厚生労働省においては、令和６年度から、身寄りのない高齢者等の相談を受け止め、地域の社会資源を組み合わせた包括的
支援のマネジメント等を行うコーディネーターを配置した窓口の整備を図る取組をモデル事業として実施し、課題の整理等
を行っており、相談窓口の在り方の検討に当たっては、こうしたモデル事業の実施状況も踏まえる必要がある。

【検討会議での意見等】
○ この点、検討会議において、

従来の介護・障害・こども・生活困窮者の支援体制に加えて、権利擁護や住まいの支援体制の整備が必要となる中、身寄り
のない高齢者等の支援のための窓口を新設することは、既存の相談窓口に屋上屋を重ねる感があり、そうした人的資源が各
自治体にあるとも思えない。ֿ︡לּכ ︡ḭ ṇ ︡ ḭ ךּ

ḱ לּ צּפּ 。
身寄りのない高齢者等が抱える課題に対応する包括的な相談・調整窓口は、既存の事業との役割の重複を避けるため、既存
の事業との一体的な整備を視野に入れた発展が模索されることが望ましい。

等の指摘があった。

【対応の方向性】
○ このため、身寄りのない高齢者等の生活上の課題に関する相談窓口の在り方については、既に各領域（介護、障害、

等）で支援体制の枠組みがあることを踏まえ、新たな相談窓口の設置という方法ではなく、 ףּ
וֹ ḭ שּ ṇ ḭ ךּףּ ḭ
וֹ כֿ ︡ḭ ךּ ︡ שּךּ קּ טּ Ḯ ḭ
קּ לּ קּ טּ Ḯ
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身寄りのない高齢者等の生活上の課題に対する支援策の在り方に関し、以下のように示している。

ỄḰ ךּ
ṕỄṖ ךּ ︣
【現状・課題等】
○ 頼れる身寄りがいないことにより抱える生活上の課題への対応として、これまで家族・親族等が担ってき

たと考えられる日常生活支援、入院・入所の手続等支援、死後事務の支援等がないため、必要なサービス
の利用等が困難な場面が生じており、こうした課題に対応することが必要とされている。

○ いわゆる「高齢者等終身サポート事業」はこうしたニーズへの対応策の一つであるが、費用が高額になる
こともあり、一定程度の収入・資産がなければ利用が困難等の課題があるため、資力が十分にない者も利
用できる事業が求められている。また、そうした事業は、資力の有無に関わらず利用できるようにすべき
との指摘もある。

○ 厚生労働省においては、令和６年度から、十分に資力がない等の理由から民間サービスを利用できない方
に対して、意思決定支援を確保しながら総合的な支援パッケージ（日常生活支援、円滑な入院・入所の手
続支援、死後事務の支援）を提供する取組をモデル事業として実施し、課題の整理等を行っており、支援
策の検討に当たっては、こうしたモデル事業の実施状況も踏まえる必要がある。

○ ḭףּ ︣ ︡ ḭ ṕ Ṗ ףּ
ךּ ḭ ︡ ︣ ḭ ḭ ṇ

צּ ףּ ḭ ︣ ךּ ︣
ḭ נּ טּצּ Ḯ
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身寄りのない高齢者等の生活上の課題に対する支援策の在り方に関し、以下のように示している。

ỄḰ ךּ
ṕỄṖ ךּ ︣
【検討会議での意見等】
○ この点、検討会議において、

総合的な支援パッケージの提供は、高齢者等終身サポート事業と類似の構造で、特定の事業者があらゆるニーズに対応する
ことになり、ニーズが増大すると対象者の範囲を限定せざるを得なくなることも懸念。身寄りのない高齢者のどこまでの範
囲をこうした事業だけでカバーすることができるか・すべきかは検討課題。費用の問題は、一定の公的な支援の拡充を大前
提とした上で、民間財源の拡充も考えていかなければならない。
資力がない人も支援が必要ということは当然として、費用負担が可能な場合は民間サービスがあればそれでいいのかという
ことは、考える必要がある。
また、民間サービスの質の担保も必要であるとともに、現在でも「身元保証人」という名称が現場で使用されていることも、
身近な家族が担ってきた包括的な役割を持つと誤解を生みやすい。
高齢者等終身サポート事業を総合的なパッケージとして、社会福祉協議会など公益性の高い事業者が提供する仕組みは、現
場の切実なニーズに即したものとして積極的に評価。他方、利用者との関係性や支援の透明性という視点からは、全ての
ニーズを地域の１事業者が独占的に賄う事態を招くことは避ける必要があり、少なくとも地域に複数の信頼できる事業者の
存在が必要。地域づくりの点からも、地域の官民の多数のアクターが終身サポート事業に関わる支援を適切に分担し、連
携・協力しながら地域の支援体制を構築していくことこそが望ましい。
総合的な支援パッケージを提供する仕組みとして、日常生活自立支援事業の拡充・発展が考えられる。その際の検討課題は、
地域での支援の担い手として、社会福祉協議会に限定する必要があるのかどうか。社会福祉法人も担い手として期待される
と同時に、非営利組織などに開いていくこともあるのではないか。同時に規制・監督をかけていくことも、あり得る検討課
題。
総合的な支援パッケージが、家族代わり・24時間365 日対応という受け止め方をされると重い事業になってしまう。この事
業の守備範囲を示しながら、最終的な意思決定などは関係者みんなで受け止めるものという意識の醸成が図られるとよい。
総合的な支援パッケージを提供する事業については、身寄りのない高齢者への支援の中心であり、包括的な支援体制の中核
でもある市町村が何らか関与する形の検討が必要である。
身寄りのない人の日常生活の問題は、何でも制度の枠に収めるのではなく、地域の支え合いなど、もっと互助の考えを押し
出していくべきではないか。
身寄りのない人の日常生活支援を互助で行うとしてもそもそも互助の仕組みやその条件がない地域が多いことが課題である。

等の指摘があった。



ṡ Ṣ
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身寄りのない高齢者等の生活上の課題に対する支援策の在り方に関し、以下のように示している。

ỄḰ ךּ
ṕỄṖ ךּ ︣
【対応の方向性】
○ このため、身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対する支援策の在り方については、以下につい

て対応を進めるべきである。
民間事業者によるサービスに頼れない場合があることを踏まえて、日常生活自立支援事業を拡充・発展
させて、本人との契約に基づき、日常的な金銭管理や福祉サービス等利用に関する日常生活支援、円滑
な入院・入所の手続支援、死後事務支援などを提供することができる新たな事業とし、第二種社会福祉
事業として法に位置づけ、多様な主体が参画できるようにする必要がある。
新たな事業については、現場や当事者の意見等も踏まえつつ、家族代わりと誤解されないよう、地域の
実情に応じた地域福祉との役割分担及び支援内容の専門性を考慮し、事業の守備範囲を整理する必要が
ある。また、民間サービスとの関係性、日常生活自立支援事業よりも対象者が広がることや制度の持続
性の観点から体制面・費用面・運営監視面を考慮する必要がある。併せて、資力が少ない方については、
その利用に関し、特別な配慮が必要である。

○ また、 ︣ ךּ ḭ לּ פּ ḭ
ךּףּ ךּ ṇ ︡ ḭ

︡ ︡ שּךּ טּצּ Ḯ



ṡ Ṣ
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身寄りのない高齢者等を地域で支える体制の在り方に関し、以下のように示している。

ỄḰ ךּ
ṕễṖ ךּ נּ ṕ ṇ Ṗ
【現状・課題等】
○ 身寄りのない高齢者等を地域で支えていくには、地域の関係機関等のネットワークを構築し、支えていく

必要があるが、一方で、既に自治体においては、介護、障害、生活困窮等での枠組み（地域ケア会議・
（自立支援）協議会・生活困窮の支援会議等）のほか、孤独・孤立対策官民連携プラットフォームや

等のプラットフォームが多数存在している。

【検討会議での意見等】
○ この点について、検討会議においては、既存のプラットフォームを活用することで、身寄りのない高齢者

等を地域で支える体制を構築することが考えられるとの指摘があった。

【対応の方向性】
○ こうした点を踏まえ、地域において、身寄りのない高齢者等をネットワークで支えていくため、

︣ ṇ ︡ ḭ שּךּ
ךּףּ ︣ 。であるקּ
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参考

（資料出所）一般社団法人北海道総合研究調査会「令和５年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業

地域共生社会づくりのための「住まい支援システム」構築に関する調査研究事業 ＜報告書概要＞」

（令和６年５月） 報告書全体はこちら

相談窓口（「住まい支援センター」）の設置パターン等

パターン 自治体 相談窓口
重層の
活用

物件所有の有無 事例

①行政
＋民間機関連携型

岡崎市
住宅計画課が設置した居住支援協議会相談窓口
＋自立相談支援機関（福祉相談課が委託）

○ 単身高齢者

半田市
自立相談支援機関
＋社会福祉協議会（居住支援法人・地域包括センター・障

害者相談支援センター・多機関協働事業）
○ 公営住宅シェルター 母子世帯

大牟田市 市住宅建築課が居住支援法人に委託
公営住宅シェルター

サブリース
ひとり親・
虐待

輪島市 自立相談支援機関＋社会福祉法人
障害者・
単身

②
居
住
支
援
法
人
型

ア 福祉系

北九州市 居住支援法人（地域福祉推進課が委託） サブリース 単身高齢者

仙台市 居住支援法人（自立相談支援機関も受託） サブリース
高齢者・
ホームレス

宮城県 居住支援法人（自立相談支援機関も受託） サブリース 生活困窮者

イ 不動産系 座間市 居住支援法人（地域居住支援事業も受託） サブリース
若年・障害
疑い

③民間育成型 宇和島市 ＮＰＯセンター（福祉課・危機管理課が機能を移管） ○ 7040世帯

④自治体直営型 伊丹市 自立支援課（自立相談支援機関を直営で実施）
ひとり親・
多子世帯

⑤居住支援協議会型 大牟田市 （居住支援協議会主催で空き家相談会を実施）



Ʀ ṇ ︣ צּ ︡ ךּ ṇ פּ ḭ ︡שּ טּ
ṕ Ṗ ךּ ṇ ︡ḭ2 ṡ ךּ ṇṢ ︣ Ḯ

Ʀ ︣ ḭ ṕ ︡שּ Ṗ
ṡ Ṣךּ ḭוֹ ︡ ḭ ︡ ךּ Ḯ

Ʀ ḭצּ ︣ ︡ḭ ḱ ḱ ṇ קּ
ךּ ︡ ṕ￼ טּ ︡ ṖḮ ḭ וֹ Ḯ

ṡ ךּ Ṣ ṇ

ṕ ḭ ךּ Ṗ

入居マッチング 日常生活支援 伴走支援

ṥ ḱ ṇ ḭ ṇ Ṧ

Å住まいサポートおかざき
を介した民間賃貸住宅等
Å一時生活支援事業、住居

確保給付金等によるつな
ぎ支援 など

Å高齢、障害、その他
制度サービス利用

など

Åインフォーマルサー
ビス等社会参加支援
Å重層事業を通じた地

域へのつなぎ
など

ずっとあんしん
生活支援事業

Å権利擁護、死後事務
（葬儀、残存家財処分、
行政手続等）、相続、
不動産処分

など

ךּ ṇ

高齢

生活保護

障害

教育

生活困窮（社会福祉法人・住まい支援
センター機能）子ども

保健所

居住支援員

協力大家・不動産事業者

居住支援法人

社会福祉協議会

住まいサポート窓口
（住宅計画課＝協議会事務局）

情報共有情報共有

重層的支援会議
（住まい調整会議）

ずっとあんしん
生活支援事業

ṥ Ṧ

死後事務、遺言作成など複数の民間事業者が得
意分野を生かして実施

福祉事業者と不動産事業者
との連携強化

Å居住支援フォーラム、勉強会の開催
Å住宅管理会社への個別ヒアリングの実施

相談 相談

協力

相談支援包括化推進員
（多機関協働：直営）

26



ṕ ḱ
Ṗ

Å70代、男性、単身
Å抗がん剤によるがん治療中。
Å住んでいたアパートが老朽化し、建て替えのため退去を求められた。高齢の兄弟に緊急連絡

先を頼んでいたが、高齢のため断られた。不動産屋に行ってみたが、物件が見つからない。
Å通院中であり、転居するなら病院の近くにしたい。

Å通院している病院のMSWから住まいサポート窓口（住宅計画課）に連絡があり相談受付

ṕ Ṗ

Å高齢で持病がある。転居を機会に車を手放すことを考えており、通院に便のよいところを希
望。基礎年金のみだが、預金があり、今のところ金銭に心配はない。

Å要介護認定は受けていないが、転居後の生活に心配があり、地域包括支援センターにつなぐ。

Å入居先：居住支援法人を通じて賃貸住宅に入居が決まる

（入居支援）
ü物件紹介、引っ越し業者の紹介
ü緊急連絡先の紹介

（居住継続支援）
ü居住支援法人による、単身高齢者見守り訪問（月１）
ü民生委員による、声かけ訪問（月１）・地域包括支援センターの見守り
ü居住支援法人による、死後事務、家財処分、葬儀・埋葬等の支援契約

ṕ Ṗ
Å住まいが確保され、治療が継続している。地域包括支援センター、病院のMSWとの情報

共有が始まった。

R5.8 月
相談受付

R5.8 月
入居決定

R5.9 月
転居支援
の提供

R5.10 月
モニタリング

¸ צּ ṇ ︣ ךּ ḭצּ צּ Ḯךּ

¸ MSWּפ צּ ṇ Ḯ

¸ ︡ נּ ḭ ṇ
צּ Ḯ
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Ʀ住まいの相談支援機能を市と社会福祉協議会が連携し、実施。社協は、地域包括センターや障がいの相談支援センター、重層的支援体制
整備事業（多機関協働事業）も受託している。多機関協働事業の重層的支援会議を活用して、支援プランを決定している。

Ʀ居住支援協議会を設立し、事務局は市と社協で担っている。

Ʀ物件情報収集の仕組みを検討する。サブリースや公営住宅活用シェルターなど新たな取組を開始する。

ṡ ךּ Ṣ ṇ

ךּ ṇṕ Ṗ

相談

入居マッチング 日常生活支援 伴走支援

Å民間の賃貸住宅
Å一時生活支援事業、住居確保給

付金等の利用によるつなぎ支援
など

Å高齢、障害、その他制度
サービス利用

など

Å インフォーマルサービス等
社会参加支援

Å 重層事業を通じた地域への
つなぎ

など

ṥ ḱ ṇ ḭ ṇ Ṧ

וֹ
ṕ ḭ ḭ Ṗ

ふくし相談窓口
（社協、市内約30）

身
近
な
相
談
先

住まいの確保の取組

Åサブリース住宅
Å協力大家や賃貸事業者の増大
Å公営住宅活用のシェルター事業

など

事務局(予定）

ṕ ḭ ךּ Ṗ

半田市社協
（居住支援法人）

物件情報収集の仕組み検討

Å協力大家・協力賃貸事業者との
間で物件照会と物件情報の提供
の仕組み検討

くらし相談室（自立相談支
援機関／生活援護課内）

※支援調整会議にて調整

生活援護課
（くらし相談担当）

住まい連携推進員

多機関協働事業

地域包括C

半田市社協

障がい者
相談支援C

28



ṕ ḱ
Ṗ

Å40代、女性、夫とは別居中、子ども2人
ÅR2年11月、社協でコロナ特例貸付の相談を受ける。夫と別居状態（その後離婚成立）、

長男の非行、長女の不登校などがあり、R4年、本人がうつ病の診断を受ける。
Åうつ症状悪化により、休職から離職となり、フードバンクなど継続的に支援をしてきたが、

失業手当が終了する時期になり、仕事探しや子どもへの対応、家賃の低い賃貸住宅への転居
など困りごとが重なっている。

Å本人が社協のふくし相談窓口に来所し、様々な相談をした。窓口担当者から住まい連携推進
員に対し住まいに関する支援依頼があった。

ṕ Ṗ

Åコロナ禍や体調不良により失業、その後失業給付や住居確保給付金などを活用してきたが、
基本的な課題は解決できず、生活保護と障害年金を受けながら生活の立て直しが必要。本人
は生活保護を受給したくない意向があるが、給付の脱却を目指して生活改善を進めることが
必要（生活保護と障害者相談支援で対応）。

Å子どもにもそれぞれ支援者があり、情報共有しながら、世帯全体を支える。
Åまずは病状の安定が必要（医療機関MSWと情報共有）。

Åようやく生活保護申請を納得し、居住支援法人経由で賃貸住宅入居が決定

（入居支援）
ü賃貸の手続き支援
ü転居支援

（居住継続支援）
ü生活保護と障害者相談支援を中心に、学校など関係機関で情報を共有し支援

ṕ Ṗ
Å当面家賃の心配はなくなったが、課題解決には至っていない。

¸ ḭ ḭ לּ ḭ 3 פּ צּ ףּ ḭ
קּ כֿ צּ Ḯ

¸ פּ ︡ḭ ḭ
︣ וֹ צּ Ḯ

R2.11 月
コロナ特例
貸付

R5.3 月
住まい相
談受付

R5.8 月
生活保護
申請同意

R5.10 月
最後の失業
給付受取。
ほぼ同時に
転居先決定。
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Ʀ ךּ ︡ ︡ NPO Ḯ

Ʀ ︡ ḭ NPO צּ ḭ פּ פּ ḭ
ḭ ךּ Ḯ

Ʀ טּ קּ ḭ קּ ḭ ḭ ḱ
︡ וֹ ︡ ךּ Ḯ

ṡ ךּ Ṣ ṇ

ṕ︣ פּ Ṗ

相談

福祉課

大牟田市
社会福祉協議会

共有・
つなぎ

ךּ ṇṕ Ṗ

連携

NPO法人
大牟田ライフサポートセンター

（居住支援法人）

建築住宅課

住まい連携推進員

こども家庭課

地域包括
支援センター

福祉関連団体

共有・
つなぎ

民生委員・
児童委員協議会

各校区社協

NPO法人

民間不動産事業者

など

ṥ ḱ ṇ ḭ ṇ Ṧ

住まいの確保

Å空き家調査等による
活用可能な物件確保
Å空き家相談会の開催
Å所有者の理解啓発

など

日常生活支援

Å高齢、障害、その他
制度・サービスへの
つなぎ
Å電話、訪問による見

守り など

伴走支援

Å引っ越支援、生活相談、
死後事務など
Åインフォーマルサービ

ス等の社会参加支援
など

入居マッチング

Å空き家活用の仕組み
整理
Å不動産事業者等との

関係づくり
Å緊急連絡先、身元保

証、死後事務の相談
など

空き家活用

Å住宅分野・福祉分野における市内関係機関や、
全国自治体などに対する居住支援施策の普及・
理解促進（サミット開催） など

普及啓発

不動産関連団体

学識経験者 法的機関

相談

ṕ ḭ ךּ Ṗ

委託

Å所有者との調整のほか、要配慮者に対する空き
家活用による入居支援から生活支援までの手続
き等のモデルケースの整理 など 30



ṕ ḱ
Ṗ

Å20代、男性、子ども（長女・長男）との3人暮らし
Å離婚を機に長女・長男を連れて両親がいる実家に戻ったが、長男に対する実父の虐待があっ

た。
Å親子3人で暮らせる住まいへの転居を希望するが、元妻から預金を引き落とされており転居

費用を捻出できない。

Å自治体と社協から住まい支援センターに支援依頼があり、本人来所により相談対応。

ṕ Ṗ

Å子どもの精神的にも早急に実家を出て親子3人で暮らせる住まいが必要。
Å子どもがまだ小さいため、子ども家庭課と情報共有し、転居後の育児面でのサポートも必要。
Å転居に係る初期費用を自力で準備できず、両親からの経済的な支援も見込めないため、大牟

田市居住支援協議会が運営する空き家情報サイト（すみよかネット）に登録している物件紹
介により、初期費用がかからない安価な物件への入居を促す。

（入居支援）
ü物件紹介・内覧同行（すみよかネットの空き家物件に入居。）
ü緊急連絡先の引き受け
ü引っ越し時の搬出・搬入支援（提携している引っ越し業者の紹介）

（居住継続支援）
ü月1回の生活状況の確認（定期報告書の作成と適宜対応）

ṕ Ṗ

Å実父との生活環境を分離したことで子どもたちの精神面は安定しており、親子3人で実家に
夕飯を食べに行くなど、家族の再構築もみられる。

Å仕事、育児、家事など本人の負担が大きくなっており、本人に対する継続サポートが必要。

¸ פּ ︡ וֹ כֿ צּ ṇ Ḯ

¸ צּ קּ ךּ ḭ ︡ ךּ צּ
קּ Ḯ

¸ ︡ כֿ ḭ ḱ צּ אל כֿ צּ

R５.9月
相談受付

R5.10 月
転居

R5.11 月
住まい支
援後のモ
ニタリン
グ

ḱ
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ṡ ךּ Ṣ ṇ

Ʀ שּ ︡ ṇ ︢ ṕ Ṗ ךּ טּצּ ḭ
אל ךּ ︡ ḭ ךּ פּ Ḯ ךּ ︣ Ḯ

Ʀ קּ ṇ בֿ ḭ צּ ︣ ḭ ︣ קּ ︡ שּ ḭ קּ ︡
ךּ ḭ ︣ Ḯ

企画課 福祉課
（障がい、地域包括など）

都市整備課 くらしサポート
センターわじま

（市社協）Å福祉は「まちづくり」ととらえる Å市街地の空き家・空き地問題
Å複合課題への対応
Å「住まい」課題の抽出

Ṇṡ Ṣךּ פּ פֿ ︣
Ṇ קּ ︣ ︣

ṡ Ṣךּ
ṧ

ṡ צּ Ṣ

ṡ Ṣךּ

公営住宅

ṕ Ṗ

ṇ

KABULETÚṕ Ṗ

福祉サービス

GHךּצּ

ךּצּ

まちづくり

ṕ ḭ Ṗ

ṕ ! Ṗ

関係人口

ṇ
ṕ ṇ Ṗ

ṕ ṇ Ṗḱ צּ
קּ ḱ קּ

ṕ ṇ Ṗ

קּ ṇ

ḱ ḱ

קּ
ḱ ךּצּ GH ︡ ṇ
ḱ ḭ קּ
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ṕ ḱ
Ṗ

Å30代、男性、単身
Å母とは離別、父とは死別。弟が他市におり、連絡は取れる状況。
Å高校卒業後、他市で就職したが、馴染めず帰郷し、アパートで一人暮らし。父親の自死後、

精神状態が不安定で、双極性障害の診断がある。
Å障害年金を受給しつつ、引きこもり状態。社協との相談・食糧支援等を受けていた。

Å本人が生活に不安を感じ、社協（くらしサポート）に相談。福祉課に、本人が障害年金の手
続きを怠り、受給停止になった、と、情報提供と相談。

ṕ Ṗ
Å部屋の中はゴミ屋敷状態で、床などの腐敗が進み、長期に住める状況ではない。
Å障害に起因する生活能力の乏しさがあると考えられ、生活能力の獲得が必要。

Åくらしサポート、福祉課、佛子園の情報共有と連携で支援
（入居支援）
Åグループホームへの入居
（入居継続支援）
Å障害年金復活までに生活保護を申請
Å適性に応じた仕事を探す
Å居場所に通う
Å生活時間や家計管理を覚える
Å通院支援

ṕ Ṗ
Åグループホームに入居し、落ち着いた様子。
Åこれまで家賃滞納があり、返済等の整理を一緒に考える。

R5.8 月
相談受付

R5.9 月
モニタリ
ング

R5.9 月
グループ
ホームへ
の入居

¸ טּצּ ḭ ṇ ṇ

שּ¸ ︡ Ṉ ḭ ḭ 3 צּ ︡ḭ

¸ ︡ ḭ ḭ וֹפּ ḭ כֿ︣
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Ʀ ךּ טּ NPO Ḯ NPO אל ︠ נּ ︡ ךּ
ףּ ḭ ṇ ḱ ︡ ךּ Ḯ

Ʀ ךּ ṇ 3 ךּ ︡ḭ צּ פֿ ︣ ṡּך תּ ṇ Ṣṕ
Ṗ ︡ ḭ ךּ ︣ ḭ ︣ Ḯ

Ʀ צּ ︣ ṇ ︡פּ ḭ ︣ ︣ Ḯ

ṡ ךּ Ṣ ṇ

ךּ ṇ

ṥ ḱ ṇ ḭ ṇ Ṧ

障害

子ども

住まいの確保 日常生活支援 参加・つながり

Å 公営住宅
Å 支援付き住宅（プラザ

抱樸）
Å 民間の賃貸住宅
Å ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ登録住宅
Å 日常生活支援住居施設
Å 社会保障に資する新た

な住まいの創出（サブ
リース） など

Å 見守り、相談
Å 家族機能
Å 高齢、障害、困窮、

その他福祉サービス
へのつなぎ

Å 大家の相談
Å 近隣住民相談

など

Å 自治会・校区社協など
による「地縁」

Å NPO法人による参加の
場（希望のまちなど）

Å 住民の支え合い
Å 地域の支え合い（互助

会）
など

（事務局：住宅計画課）

生活保護

住宅計画課

入居マッチング

Å 不動産事業者との関
係づくり（抱樸によ
るネットワークの活
用）

Å 市空き家バンク
Å 廉価物件開拓

など

低廉物件の把握

地域包括
支援センター

居住支援法人
連絡協議会

Å 低廉物件の発掘とマッチン
グの仕組みの検討

多文化共生 更生保護施設

認定NPO 抱樸
（居住支援法人）

住まい連携推進員
（3名）

委託

ךּ

各区いのちをつなぐネットワーク
（自立相談支援機関/ 地域福祉推進課）

ṕ ḭ ךּ Ṗ

相談相談

連携

Å 不動産事業者と福祉関係者の
合同研修会

Å 居住支援法人の活用検討など

研修会の開催
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ṕ ḱ
Ṗ

Å80代、女性、単身
Å甥宛に本人（叔母）からお金の無心があった事で生活苦と気づき、甥が住まい支援センター

に相談連絡。
Å本人と同居していた娘がパートナーを作って出ていき一人暮らし。娘にコンタクトをとるも

娘からストーカー扱いされ警察から事情聴取を受ける等により、孤立状態となり引きこもる
ようになった。

Å年金収入に対して家賃が高いことから転居を希望している。

Å甥が住まい支援センターに来所し本人への支援依頼があった。

ṕ Ṗ

Å同居していた娘が出ていったことにより寂しさを感じるとともに、生活苦となり家賃負担が
大きくなった。

Å年金収入で生活が可能な家賃の物件を探して入居支援を行う。
Å孤立対策として地域とのつながりを確保するためにデイサービスの利用を斡旋する。
Å甥の近隣に住むことが可能な低廉家賃の物件を探し、甥から見守りの協力をとりつける。

（入居支援）
ü甥宅の近隣物件の紹介
ü内覧同行

（居住継続支援）
ü住まい支援センターによる定期・随時の見守り、安否確認、緊急時対応による生活支援
üデイサービスの利用斡旋、受け入れ先との調整

ṕ Ṗ
Å初回相談から約3カ月後に新たな入居先（民間賃貸物件）が転居し、生活と精神的に安定し

た。

¸ פּ וֹ ṕ Ṗּצ ךּ ךּ ṇ Ḯ

¸ צּ פּ ךּ כֿ ṇ Ḯ

¸ צּ ḭ פּ
ṇ צּ Ḯ

R５.４月
相談受付

R5.7 月
転居

R5.8 月
住まい支
援後のモ
ニタリン
グ
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ךּ ṇṕ Ṗ

Ʀ אל ךּ ṕ Ṗּצ ךּ ṇ ︡ Ḯלּ

Ʀ ︡ḭ ︣ Ḯ ︡ צּ ḭ ḭ ḭ Ḯ

Ʀ צּ ךּ ︡ḭ ︡ḭ ︡ ḭאל︣ אל︣ Ḯ
ḭ קּ ṇ Ḯלּ

ṡ ךּ Ṣ ṇ

ךּ

住まい調整会議

ṕ ḭ ךּ Ṗ

相談

仙台市生活自立・仕事相談
センター「わんすてっぷ」

（自立相談支援機関）

自立支援部門

連携

ṥ ḱ ṇ ḭ ṇ Ṧ

入居マッチング・
入居支援

日常生活支援・
居住継続支援

その他

学識者

司法書士
就労支援部門居住支援部門

調整・連携

貸しやすく・借りやすい住
まいの確保

住宅部局

福祉部局

空き家調査と活用検討への
プロセス試行

一般社団法人パーソナル
サポートセンターに委託

建築士

連合町内会

住まい連携推進員
（生活支援員・居住支援員）

Å物件の情報収集・提供
Å不動産事業者、物件内覧

の同行支援
Å引っ越し手続きの支援

など

Å電話による安否確認
Å見守り機能付き電球によ

る安否確認
Å訪問による見守り支援

など

Å大家支援（居室改善の助
言、空室情報収集等）

設置・事務局

Å 住宅部局
Å 福祉部局
Å 社会福祉協議会
Å 自立相談支援機

関
Å 不動産団体
Å 居住支援法人

連携

転居後の対象者の課題と対状況の
把握
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ḱ
ṇ

ṕ ḱ
Ṗ

Å60代、女性、単身
Å10代の頃より出生地を離れ、ホームレスを経験するなど居住環境が落ち着いていない。
Å支援者に恵まれ、10年程度、居住を継続できていたこともある。
Å実家とは疎遠で、迷惑をかけたくないので、緊急連絡先をお願いできない。
Å糖尿病を患っており、治療を希望。東京都発行の療育手帳も持っている。
Å生活保護を申請し、住まいを確保し、生活を安定させたい。

Å本人の来所、相談支援機関（青葉区保護課）からの情報。

ṕ Ṗ

Å緊急連絡先の協力が得られないため、単身でのサブリース入居を検討し、支援を行う。
Å年齢と病状から、しばらくは就労が見込めず、生活保護の受給を進める。
Å療育手帳も持っていることから、障害福祉サービス、介護福祉サービスの利用を要する。

（入居支援）
üシェルターの利用を経て、サブリース物件への入居を支援

（居住継続支援）
ü生活保護に至る過程への同行
ü安定的な糖尿病の治療、障害・介護福祉サービスへのつなぎ

ṕ Ṗ
Å孤立の解消を目標とする。
Å医療や福祉サービスの繋がりを支援し、居住環境を整えていく。

R5.5 月
相談受付

¸ ḱ טּ צּ ṇ פּ ︡ḭ Ḯ

¸ ḭ ḭ ︡ ḭ ḱ ṇ Ḯ

¸ נּ ︡ḭ צּ ṇ ︡
ḭךּ וֹ צּ Ḯ

R5.7 月
モニタリング

R5.7 月
サブリース物
件に転居完了

R5.5 月末
シェルターの
利用

R5.7 月
生活保護適用
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ךּ ṇṕ Ṗ

Ʀ אל ךּ PSCṕ Ṗּצ ךּ ṇ ︡ Ḯלּ

Ʀ ︡ḭ ︣ Ḯ ︡ צּ ḭ ḭ ḭ Ḯ

Ʀ צּ ךּ ︡ḭ ṇ ḭ ḭ
ךּ קּ ︣ Ḯ

ṡ ךּ Ṣ ṇ

ךּ

住まい調整会議

ṕ ḭ ךּ Ṗ

相談

宮城県自立相談支援
センター

自立支援部門

連携

ṥ ḱ ṇ ḭ ṇ Ṧ

入居マッチング・
入居支援

日常生活支援・
居住継続支援

その他

学識者

司法書士
就労支援部門居住支援部門

調整・連携

宮城県居住支援セミナー

住宅部局

福祉部局

空き家活用改修
モデルプラン

建築士

連合町内会

住まい連携推進員
（生活支援員・居住支援員）

Å物件の情報収集・提供
Å不動産事業者、物件内覧

の同行支援
Å引っ越し手続きの支援

など

Å電話による安否確認
Å見守り機能付き電球によ

る安否確認
Å訪問による見守り支援

など

Å大家支援（居室改善の助
言、空室情報収集等）

設置・事務局

Å 住宅部局
Å 福祉部局
Å 社会福祉協議会
Å 自立相談支援機

関
Å 不動産団体
Å 居住支援法人

連携

社会福祉課

住宅課（事務局）

一般社団法人
パーソナルサ
ポートセンター
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ṕ ḱ
Ṗ

Å40代、男性、単身
Å派遣の仕事で寮に入っていたが、雇い止めとなって寮を退去。車中泊を続けている。
Å家族はおらず、親類との交流もなく、実家もないことから帰る先がない。
Å所持金もガソリンの残りも少なく、早急に就労と住まいを確保し、安心して生活できるよう

にしたい。

Å本人が仙台市生活自立・仕事相談センター「わんすてっぷ」に来所

ṕ Ṗ

Å仕事と住まいを同時に失い、頼る先もなく、精神的にも疲弊している状態。
Å車上生活中のため、即時シェルター入居とする。
Å就労体験等を通じて本人のスキルの見極め、就労先を探すこととする。

（入居支援）
üシェルター入居（仙台市生活自立・仕事相談センター「わんすてっぷ」）

（居住継続支援）
ü就労スキルの見極め、就労先の確保（仙台市生活自立・仕事相談センター「わんすてっ

ぷ」）

ṕ Ṗ
Åシェルターからの早期退所を希望している。
Å手先が器用で組み立て作業等の仕事を希望している。

R5.6 月
相談受付

R5.6 月
シェルター
入居

¸ ךּ פּ ḭ ךּ ṇ Ḯ

¸ ךּ צּ ךּ Ḯ

¸ צּ Ṅ פּ ḭ כֿ︣ צּ קּ לּ
כֿ צּ Ḯ

R5.7 月
就労体験開始

R5.８月
モニタリング
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Ʀ שּ ḱ טּ ךּ ṇ Ḯ

Ʀ ︡ ṡ ךּ Ṣ Ḯ ףּצּ ךּ ḱ
ḱ ︢ ḭ ךּ ︡ḭ כֿ︣ ︣Ḯ

ṡ ךּ Ṣ ṇ

ךּ ṇṕ Ṗ

ךּ

相談

ṇ ṕ ךּ Ṗ

公益社団法人
かながわ住まい
まちづくり協会
（事務局機能）

入居支援 死後対応

・民間の賃貸住宅、サブリース物件
・協力不動産事業者との関係づくり
・家主の不安解消
・身寄りのない方への住まい確保方策

・死の前後における支援
（死後事務委任契約、

助葬事業等）

居住継続支援

ṥ ḱ ṇ ḭ ṇ Ṧ

・制度サービスへのつなぎ
・権利擁護支援によるバックアップ
・空き家活用等による居場所づくり

高齢・介護 障害

市民協働

子ども

都市計画/
都市整備

生活困窮
「自立サポー

ト相談」

※自立相談
支援機関

座間市社会福祉協議会
（家計改善支援機関/ 成年後見

利用促進センター）

NPO法人
ワンエイド

（居住支援法人/
一時生活支援

事業・地域居住
支援事業 受託）

住まい連携推進員

地域福祉

社会福祉法人
足跡の会

連携

参加

大家さんの安心確保方策の
仕組み化

福祉関係者と不動産事業者等が
お互いの役割・事業を知るため
の意見交換会・勉強会等の開催

ךּ

・家主の不安解消につながる入居後
の支援策・支援事業について検討

・協力大家や不動産事業者の拡大
など

相談

ṕ ḭ ךּ Ṗ

連携
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ḱ
ךּ

ṕ ḱ
Ṗ

Å20代、男性、単身、実家（母親）とは疎遠。
Å派遣先の寮に住んでいたが職場でのトラブルにより退職、寮を退去することとなる。市の生

活困窮者自立相談支援窓口につながり一時生活支援事業を利用、アパートに入居。
Å生活保護申請。一時生活支援事業の期限が近く、今後の住まいを探す必要がある。
Å発達障害の疑いあり。コミュニケーションが苦手で仕事を転々としてきた。できる限り自立

した生活がしたいと希望するが、精神的に不安定な時がありひきこもる傾向が強い。

Å本人が生活困窮者自立相談支援窓口（市直営）に相談。

ṕ Ṗ

Å発達障害の疑いがあり、通院中。一時生活支援事業の利用期限が近く、また本人の検査費用
の支給が必要なため、早めに住まいを確保する必要がある。

Å精神的な落ち込みがあるとひきこもる傾向が強いため、今後も住まい支援センターとの関わ
りを継続できるようサブリース物件を紹介する。

Å入居先：
㈱プライム（住まい支援センターを不動産仲介の実務面で支える）のサブリース物件

（入居支援）
ü物件の紹介、内覧同行・賃貸借契約時の立会い
ü緊急連絡先の確保・引受

（居住継続支援）

ü孤立しないよう継続的な介入（近況報告を聞く、話し相手）
ü生活保護を受けながら生活を立て直し、就労に向けた環境を整える（市の自立相談支援

機関、生活保護ケースワーカーと連携）

ṕ Ṗ
Å入居先が決まり、住まいを確保。精神的に不安定になるとひきこもる傾向にあるため、継続

的に声かけ等を行いながら、自立相談支援機関と連携して就労に向けた環境を整える。

R5.2 月
相談受付

R5.3 月
入居決定
転居

¸ ךּ ︡Ḯ

¸ ḭ טּצּךּ Ṅ ︡ Ḯ

¸NPO טּ ךּ ṇ נּ ṇ
︡ḭ ︡ ךּ לּ ṇ לּ ṇ צּ Ḯ
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ךּ ṇṕ Ṗ

相談

障害相談
市福祉課

危機管理課

地域包括支援
センター

市くらし相談窓口
（重層）

重層メンバー

連携

入居マッチング 日常生活支援 伴走支援

・不動産事業者等との
関係づくり

・引っ越し事業者の紹介
や段取り支援 など

・見守り
・食支援ワーキングに

よる検討
など

・インフォーマルサービ
ス等社会参加支援

・重層事業を通じた地域
へのつなぎ など

つなぎ支援

ṥ ḱ ṇ ḭ ṇ Ṧ

・重層メンバーによる
各種サービスへのつ
なぎ など

NPOセンター

ךּ
ṕ Ṋ Ṗ

住まい連携推進員

自立相談 社会福祉法人
正和会

物件確保

ḱ ṇ ︡

ṕ ḭ ךּ Ṗ

ṥ Ṧ

居住支援協議
会設立準備

不動産事業者と福祉
関係者の意見交換

地元不動産事業者の課題を聞
き取り、不動産事業者と福祉
関係者の関係構築を図る

上記の意見交換から、組織化、
仕組みとして定着を図る

Ʀ ḭ צּ ךּ צּ NPO ṇ ︡ ︣ Ḯ

ƦNPO ṇ ḭ ḭ וֹ Ḯ

Ʀ ṇ ︡ḭ ḭ ︡ḭ ḭ
︣Ḯ

ṡ ךּ Ṣ ṇ
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7040

ṕ ḱ
Ṗ

Å70代、女性、40代のひきこもりの息子と2人暮らし
Å自宅の老朽化が激しく、住めない状況になってきたため、自宅を売却し、賃貸アパートに転

居したい。いくつか不動産事業者をあたったが、身元保証人がいないこと、息子がひきこも
りのため全て断られ、心身の疲れがたまっている。

Åヘルパーの仕事をしているが、仕事がまばらにしかなく、収入が不安定のため転職、または
掛け持ちで仕事がしたい。

Åある不動産事業者から市の福祉課に相談したほうがよいとアドバイスを受け、来所。

ṕ Ṗ

Å持ち家は傾き、床はきしむなど老朽化が激しい。早期に転居が必要。
Åヘルパーの仕事と年金（計約10万円）があるが、貯金(約100 万円）を切り崩しながらの生

活は、今後厳しくなる。
Å母親亡き後を見据え、息子の生活基盤を整えることが必要。

Å入居先：不動産事業者からの物件紹介を受け、賃貸住宅に入居が決まる

Å本人の心身の健康：保健師との面談

（入居支援）
ü不動産事業者から物件紹介
ü社福による家賃債務保証

（居住継続支援）

ü生活保護申請（生活保護課）
ü本人のメンタルケア（保健師、月１回の面談）
ü息子へのアプローチ（重層事業の活用）

ṕ Ṗ
Å本人の体調面、金銭面の不安が残っている。息子へのアプローチを継続。

R5.５月
相談受付

R5.６月
入居決定

R5.9 月
転居

R5.10 月
モニタリング

¸ צּ ḭשּ ︡ ṇ Ḯ

¸ פּ ḭוֹ ︡ ṇ Ḯ

¸ כֿקּ ︡ ḭ ḭ ḭ ṇ
צּ Ḯ
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ṡ ךּ Ṣ ṇ

Ʀ טּ ṡּש ︡ḱ ṇ ṇṢ ךּ ṇ ךּ Ḯ

Ʀ צּ ךּ ︡ ḭךּ וֹ לּ ךּ ︣ ︡ḭ
︣ Ḯ ךּ ︡ ︣ Ḯ

Ʀ צּ ︡ḭ ︣ ךּ ︡ḭּף ךּ
ḭ צּ︡ ṇ Ḯלּ

ṕ ḭ ךּ Ṗ

相談 相談

ךּ

不動産
事業者

NPO法人
サービス
事業者

居住支援法人

兵庫県
住宅部局

社会福祉
協議会

ךּ ṇṕ Ṗ

くらし・相談サポートセンター
（自立相談課/ 生活困窮者窓口）

ךּ
※自立支援相談事業に係る支援調整会議を活用

ṥ ḱ ṇ ḭ ṇ Ṧ

日常生活支援 参加・つながり

Å 高齢、障害、その他制度
サービスへのつなぎ

など

Å 社会福祉協議会の事業への参加
Å 重層的支援体制整備事業を通じ

た地域へのつなぎ など

入居マッチング

Å 居住支援法人、不動
産事業者との関係づ
くり など

住宅政策課

共生福祉社会推進担当

生活支援課

地域・高年福祉課

男女共同参画課

こども福祉課

同和・人権・平和課

官民連携体制の構築

Å 住宅サイドと福祉サイドの立場、役割
り等の相互理解

Å 連携ツールの作成、活用策の検討（プ
ロフィールシート） など

障害福祉課

共有・
つなぎ

連携

事務局

住まい連携推進員
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ṕ ḱ
Ṗ

Å41歳、女性、ひとり親・多子世帯、生活保護受給中
Å夫のDVが原因で離婚。転出先を告げずに支援措置をかけて現住居（戸建賃貸）へ転居したが、

前夫が子供の保護者等に居所を聞き込みしていることを知った。
Å前夫の接近に恐怖を感じており、知らない遠方への転居を希望。
Å婚姻と転居を繰り返したことで親族との関係は疎遠。
Å子どものうち、何人かは発達障害の診断を受けている。
Å子の施設入所意向はなく、自身での養育を希望している。

Å本人から子ども福祉課に相談があり支援依頼があった。

ṕ Ṗ
Å本人からの虐待が疑われる不適切な養育が慢性化している。こどもが癇癪を起し、対応がで

きずにイライラが高じ、親子関係が悪化するという悪循環を断ち切れない状況。

（入居支援）
Å物件紹介（居住支援法人の活用）
Å前夫の接近リスクが高まればシェルターや母子生活支援施設への一時入所を提案する。

（居住継続支援）
Å本人の養育負担の軽減（ショートステイの活用）
Å就労（準備）支援

ṕ Ṗ

Å多子世帯であるため、家賃、広さ、間取りが適当な物件が見つからない。
Å危険が迫ればシェルター等を利用できることで、心理的安心感につながっている。
Å子どものショートステイを活用することで母親の情緒の安定が図られ、就労体験に参加。レ

ジ打ちの仕事を希望している。

R5.8 月
相談受付

R5.9 月
モニタリ
ング

ḱ

R5.9 月
ショート
ステイの
利用開
始・就労
体験

¸ צּ נּ ḭ ḭ ḭאל צּ צּ פּ ךּ ṇ Ḯ

¸ ḭ נּ ףּ ḭ צּ ︡ ךּ Ḯ

¸ נּ ṇ ︣
ḭ צּ כֿ צּ Ḯ
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ךּ

46

（資料出所）一般社団法人北海道総合研究調査会「令和６年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 社会福祉推進事業

生活困窮者自立支援制度における居住支援の効果的な実施に向けた調査研究事業」（令和７年３月）

報告書全体はこちら

相談窓口の設置パターン等



ṥ1Ṧ

自治体名 茨城県常陸大宮市 人口（R6.1.1 ） 38,664 人 高齢化率 39.2 ％

居住支援の

取組経緯

（背景）

Å入口は生活困窮（自立相談支援事業）で、その中の相談の一つとして、住まいがない方に対応すべく地元不動産業者や庁内関
係部署と連携して取り組んできており、延長線上にあるモデル事業と考えた。

住まいの

相談窓口

設置機関 社会福祉課

住まい相談支援員の配置状況 配置人数 １名 配置先 社会福祉課

生活困窮者

自立支援事

業実施状況

自立相談支援事業 委託（常陸大宮市社会福祉協議会）

一時生活・地域居住支援事業 未実施

居住支援協

議会・居住

支援法人等

居住支援協議会（事務局） なし（茨城県居住支援協議会 構成員）

居住支援法人 なし

地域の環境

整備状況・

今後の取組

予定

Å昔からの住人が多く、持ち家率が高い。家屋の老朽化、家賃が支払えない、などの相談が多い。

Å本籍地が当市で更生施設から出てきた人に生活保護と住まいをセットで紹介した事例もある。

Å DV、障害者からの相談もあるが、お金があれば解決できるものもある。

Å市では、社会福祉法人が運営している救護施設と協定を結び、今年度から公営住宅を活用したシェルター事業を開始。
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ṥ1Ṧ ṇ

Ʀ ךּ ḭ ḱ ︣ ︡ḭ ךּ ︣ ṕ ṖḮ
פּ קּ ךּ Ḯ

Ʀ ḱ ︡ḭ ︣ Ḯ

Ʀ ṇ ︡ לּ ḭפּ צּ ︡ ךּ ḭ ︡ ṇ Ḯ

ṥ ḱ ṇ ḭ ṇ Ṧ

住まいの確保

Å大手メーカー等による比較的
低廉な賃貸物件
Å地元の大家（仲介不要等）
Å一時生活支援事業（都道府県

による広域事業の活用）

日常生活支援入居マッチング
Å広域でのシェルター利用等

Å健康状態によっては住み
込みの仕事（寮付き）の
紹介

Å住居確保給付金支給の場
合、定期的な面談や就労
支援（就労準備支援事業
等）とセット

ךּ

社会福祉課（直営）

住まい相談支援員

庁内
関係部署
（高齢、
障がい、
子ども
等）

共有・
つなぎ

居住支援法人
（管轄エリア対象、

周辺市町村等）

（委託：常陸大
宮市社会福祉協

議会）

不動産事業者

連携

連携

相談

ṕ ḭ ךּ Ṗ

相談

公営住宅の活用

救護施設

社会福祉法人等との連携

Å救護施設との協定による
シェルター事業
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ṥỄṦ

自治体名 愛知県岡崎市 人口（R6.1.1 ） 383,915 人 高齢化率 24.5 ％

居住支援の

取組経緯

（背景）

Å製造業が盛んであることから他県・他地域から寮付きの住み込み工場や民間賃貸で生活する人たちも多く、何らかの理由で職
を失う場合や高齢になり住まい探しに困ることが散見された。

Å住宅計画課に居住支援係を新設、2019 年に居住支援協議会を設立し、「住まいサポートおかざき」の仕組みを構築、SN住宅
の取組等を進めてきた。

Å一方で、多様な生活相談に対応する「ふくし相談課（ふくサポ）」を重層的支援体制整備事業により整備。住宅サイドのみな
らず、福祉サイドにも住まい相談の窓口を置き、福祉サービスへのつなぎを円滑にするため2024 年1月「住まい支援セン
ター」を設置。

住まいの

相談窓口

設置機関 ふくし相談課＋社会福祉法人愛恵協会

住まい相談支援員の配置状況 配置人数 1名 配置先
自立相談支援窓口

（ふくし相談課）

生活困窮者

自立支援事

業実施状況

自立相談支援事業 委託（社会福祉法人愛恵協会）

一時生活・地域居住支援事業 一時生活のみ実施（直営）

居住支援協

議会・居住

支援法人等

居住支援協議会（事務局） 岡崎市居住支援協議会（住宅計画課）

居住支援法人 市内1社（社会福祉法人愛恵協会）

地域の環境

整備状況・

今後の取組

予定

Å入居支援を実施する「住まいサポート」と一体的に支援実施するため、居住支援協議会とも密な連携が構築され支援内容の
フィードバックが大家等不動産業者の不安を解消し生活困窮者等の入居を促進させる。

Å身寄りのない高齢者等への居住継続支援として、公民連携により身元保証、日常生活支援、死後事務などのサービスを一体的
に提供できる終活応援事業「ずっとあんしん生活支援事業」を2023 年度に整備し、今年度の事業開始を予定。

Å福祉事業者と不動産事業者等の関係機関による意見交換の場を継続的に設ける。
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ṥỄṦ ṇ

Ʀ ṇ ︣ צּ ︡ ךּ ṇ פּ ḭ ︡שּ טּ
ךּ ṇ ︡ḭ2 ṡ ךּ ṇṢ ṕ 6 1 ṖḮ

Ʀ ךּ ṕ Ṗ ︣ ḭ ṕ ︡שּ
Ṗ ṡ Ṣךּ ḭוֹ ︡ ḭ ︡ ךּ Ḯ

Ʀ ḭצּ ︣ ︡ḭ ḱ ḱ ṇ קּ ךּ
︡ ṕ￼ טּ ︡ ṖḮ

ṕ ḭ ךּ Ṗ

入居マッチング 日常生活支援 伴走支援

ṥ ḱ ṇ ḭ ṇ Ṧ

Å住まいサポートおかざき
を介した民間賃貸住宅等
Å一時生活支援事業、住居

確保給付金等によるつな
ぎ支援 など

Å高齢、障害、その他
制度サービス利用

など

Åインフォーマルサー
ビス等社会参加支援
Å重層事業を通じた地

域へのつなぎ
など

終活応援事業

Å権利擁護、死後事務
（葬儀、残存家財処分、
行政手続等）、相続、
不動産処分

など

ךּ ṇ

高齢

生活保護

障害

教育

自立相談支援窓口
（社会福祉法人愛恵協会）子ども

保健所

住まい
相談支援員

協力大家・不動産事業者

居住支援法人

社会福祉協議会

住まいサポート窓口
（居住支援協議会事務局＝住宅計画課）

情報共有情報共有

重層的支援会議
（住まい調整会議）

ẖ
ḭ

終活応援事業の創設

ṥ Ṧ

身元保証、死後事務などの複数の民間事業者が
得意分野を生かして実施

福祉事業者と不動産事業者
との連携強化

Å居住支援フォーラム、勉強会の開催
Å住宅管理会社への個別ヒアリングの実施

相談 相談

協力

相談支援包括化推進員
（多機関協働事業：ふくし相談課）
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ṥ3Ṧ

自治体名 福井県坂井市 人口（R6.1.1 ） 88,986 人 高齢化率 29.3 ％

居住支援の

取組経緯

（背景）

Å坂井市では、健康福祉部各課及び各相談支援機関が連携し、どの窓口でも分野を問わず相談を受け止め、包括的に対応する総
合相談体制（「ここサポ」体制）を構築済み。

Å住宅確保支援のみならず、地域で自立した日常生活を継続していけるよう、地域とつながり、居住整備や見守り・相談支援の
提供をあわせて行うことが必要であり、そのため、部局（福祉部局・住宅部局）を超えて、住宅確保要配慮者の住まい相談に
も対応する「居住支援対応版ここサポ」体制を構築する。

Å高齢化、精神障害者の増加に加え、生活困窮相談も増加傾向であるため、今後さらに住宅確保要配慮者の相談の増加が見込ま
れる状況にある。

Å福祉総合相談課に住まい相談支援員（社会福祉協議会から派遣）を配置するとともに、R6年度中に居住支援協議会を設置予
定（都市計画課、健康福祉部、居住支援法人等で構成）

住まいの

相談窓口

設置機関 福祉総合相談課＋坂井市社会福祉協議会

住まい相談支援員の配置状況 配置人数 1名 配置先
自立相談支援窓口

（福祉総合相談課）

生活困窮者

自立支援事

業実施状況

自立相談支援事業 委託（坂井市社会福祉協議会）

一時生活・地域居住支援事業 一時生活のみ実施（直営）

居住支援協

議会・居住

支援法人等

居住支援協議会（事務局） 坂井市居住支援協議会（R6年度中に設立予定）

居住支援法人 1社（丸岡土地開発㈱）

地域の環境

整備状況・

今後の取組

予定

Å主な相談者は、低所得者が最も多く、高齢者、障がい者、ひとり親など。高齢者等の低所得者が総相談件数の49％を占める
（R2年度）。福祉総合相談課における住まい関連の相談件数は年々増加傾向。

Å市営住宅や一軒家に住んでいる一人暮らしの人が一人で住めなくなり、相談するケースも多い。

Å社会福祉士と精神保健福祉士が在籍する不動産会社（居住支援法人）が市内にある。不動産事業所、行政、福祉関係者の顔が
見える関係づくりを進める。
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ṥ3Ṧ ṇ

Ʀ ךּ ḭ ṕ Ṗ ḭפּ Ḯ ︡ḭ ךּ
ṕ פּ Ṗ ︡ ךּ Ḯ

Ʀ ￼ וֹ ḭ ︣ ṕṡֿכֿכ Ṣ Ṗ טּ ḭ
ךּ ḭ ṕ ḱ Ṗ נּ ḭ ךּ ︣ ṡ כֿכֿ Ṣ

︣ Ḯ

ƦR6 ṕ ḭ ḭ Ṗ

ṕ ḭ ךּ Ṗ

כֿכֿ ṕ Ṗ ךּ

高齢福祉課

保険年金課 福祉総合相談課

健康増進課

社会福祉課

保育課

都市計画課

居住支援法人 等

健康福祉部

R6

住まい
相談支援員

坂井市社会福祉協議会

相談 相談

派遣

子ども
福祉課

ネットワー
ク形成

課題・役割
の整理

行政、宅建業者、賃
貸住宅管理会社、家
賃債務保証会社等と
のネットワーク化

各分野の業務内容・
課題の整理・分析

￼ וֹ ḭ

自立支援機関

自立相談支援

פּאל

支援会議

連携

連携

ṥ ḱ ṇ ḭ
ṇ Ṧ

入居支援（住宅斡旋、家賃支援）

居住継続支援 資源開拓

アセスメント／プラン作成

ṡ כֿכֿ Ṣ
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ṥỆṦ

自治体名 京都府京都市 人口（R6.1.1 ） 1,379,529 人 高齢化率 28.4 ％

居住支援の取

組経緯（背

景）

Åホームレス状態から施設や住宅に入居した後も安定した居宅生活を送ることが難しい方が一定数いる。

Å居住支援法人等の関係団体と連携を図りながらホームレス支援を実施してきたが、居宅確保後の生活困窮者支援とのつなぎ（ホー
ムレス事業と生活困窮者の住居確保給付金等の各事業）が十分ではなかった。

Åそのため、入居前から入居中、退去時を見据えて円滑に支援する仕組みが必要と考え、「住まい支援システム構築に関するモデル
事業」に手を上げた。

Åこれまでホームレス支援としての「居宅定着支援事業」から生活困窮者全体としての「居宅定着支援事業」に枠組みを改め、生困
事業や居住支援法人等とのコーディネートを実施するとともに、10月より一時生活支援事業の中で居宅移行を想定したアパートの
居室を活用した「日常生活訓練事業」を実施。

住まいの

相談窓口

設置機関 （財）ソーシャルサービス協会ワークセンター（京都市自立支援センター）

住まい相談支援員の配置状況 配置人数 １名 配置先 京都市自立支援センター

生活困窮者自

立支援事業実

施状況

自立相談支援事業
委託（NPO法人ゆい、公益財団ソーシャルサービス協会ワークセンター、京都弁護士

会、株式会社 東京リーガルマインド、京都市社会福祉協議会）

一時生活・地域居住支援事業 一時生活（直営・委託）・地域居住支援事業（委託）

生活困窮者自

立支援事業実

施状況

自立相談支援事業
委託（NPO法人ゆい、公益財団ソーシャルサービス協会ワークセンター、京都弁護士

会、株式会社 東京リーガルマインド、京都市社会福祉協議会）

一時生活・地域居住支援事業 一時生活（直営・委託）・地域居住支援事業（委託）

地域の環境整

備状況・今後

の取組予定

Å（財）ソーシャルサービス協会ワークセンターは、ホームレスの自立支援を実施（自立支援センター）してきた中で、居住の確保
のノウハウ、経験、関係機関との連携が構築できている（（財）ソーシャルサービス協会ワークセンター自体としてはサブリース
物件は運営していない。）。

Åホームレスの関係者が集まる会議等において、居住支援法人等とも意見交換や課題の共有を行いながら、関係性を構築している。

Å対象者が居宅を確保した時から居宅を退去（死亡を含む。）するまで、(財)ソーシャルサービス協会ワークセンターがすべて支援
をすることは現実的に困難である。当モデルの実施に当たっては、死亡時の対応や残置物処理などの退去時の対応も見据え、関係
機関を巻き込みながら、支援につなげていくためのスキームを構築することが重要である。

53



ṥỆṦ ṇ

Ʀ ךּ ṕ Ṗ ṇ ṇ ṇ ṇ ḭ ךּ Ḯ ṇ
ṇ ︡ קּ ḭ︡פּ ḱ ḭ︡פּ ṇ ṇ

Ḯ

Ʀ ḭộớỚ ︡ ךּ ︣ Ḯ

Ʀ ḭ ḭ ךּ ḭ ḭộớỚ קּ Ḯתּ

ךּ

ṥ ḱ ṇ ḭ ṇ Ṧ

住まいの確保 日常生活支援

Å 10月より一時生活支援事業の中
で「日常生活訓練事業」実施

Å 地域居住支援事業

入居マッチング

関係機関との連携強化

Å 居住支援法人やNPO、医療
機関等との連携・つなぎ

（財）ソーシャルサービス
協会ワークセンター

住まい相談支援員

ṕ ḭ ךּ Ṗ

生活福祉課

Å 居住支援法人等の活用 残置物処理や死後事務を
見据えた支援のつなぎ

Å ホームレス自立支援センター
Å 居宅定着支援事業

区役所・支所

生活困窮者自立
相談支援員機関ṇ

（財）ソーシャル
サービス協会ワーク
センター等が受託

居住支援法人

不動産関係団体

ＮＰＯ法人等の
支援団体 等

依頼

相談（ホームレス） 相談（住居を喪失するおそれがある者）

住宅部局等

相談 相談

連
携

連
携

連
携
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ṥ5Ṧ

自治体名 三重県伊賀市 人口（R6.1.1 ） 85,989 人 高齢化率 33.9 ％

居住支援の

取組経緯

（背景）

Å市の生活支援課及び社会福祉協議会で自立相談事業を実施。社会福祉協議会は居住支援法人となっており、社協内に住まい相
談支援員（自立：相談支援員も兼務）を配置して相談対応をしている。

Å民間賃貸会社と行政、居住支援法人（伊賀市社会福祉協議会）がお互い意見を交わす場がないため、伊賀市居住支援協議会の
設立を目指し、取り組みを進めている。R5年度、国交省の居住支援法人伴走支援プロジェクトに採択され、民間住宅業者と
課題を共有。

Å社協（居住支援法人）が緊急連絡先となる場合あるが、そうした対応を敬遠する保証会社もあり、社協がカバーすることでど
の程度フォローできるかが課題。「保証ニーズに対応するしくみづくりプロジェクトチーム」を組成し、保証人や緊急連絡先
を確保できない人に向けた支援方法を検討中。

住まいの

相談窓口

設置機関 生活支援課＋伊賀市社会福祉協議会

住まい相談支援員の配置状況 配置人数 1名（自立相談支援員兼務） 配置先 伊賀市社会福祉協議会

生活困窮者

自立支援事

業実施状況

自立相談支援事業 直営（生活支援課）＋委託（伊賀市社会福祉協議会）

一時生活・地域居住支援事業 一時生活のみ実施（委託 伊賀市社会福祉協議会）

居住支援協

議会・居住

支援法人等

居住支援協議会（事務局） 伊賀市居住支援協議会（立ち上げ準備中）

居住支援法人 伊賀市社会福祉協議会

地域の環境

整備状況・

今後の取組

予定

Å相談者はシングルマザーと高齢者が同数程度。高齢者は死後の残置物等がありなかなか進まない。障害を持つ方、障害を持つ
高齢者も増えている。家賃滞納で強制退去の方も多く、最近は20～30代で信用情報に傷がある方の相談が目立つ。

Å低廉な賃貸物件が少なく、完全に貸し手市場。生活保護の住宅扶助費内で借りられる物件が限られ、住宅確保に苦慮、

Å大家の立場や意識を理解せずに進めてきた感があり、対話を重ねていくことが必要。キックオフとして市独自の準備会の場は
もったが、継続するための議題や合意形成をどう図っていくかが課題。

Å保証会社との間に温度差がある。居住支援法人としての社協が緊急連絡先となる場合あるが、その対応を敬遠する保証会社も
あり、社協がカバーすることでどの程度フォローできるかが課題。
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ṥ ḱ ṇ ḭ ṇ Ṧ

ṥ5Ṧ ṇ

Ʀ ךּ ḭ ṕ Ṗ ḭפּ Ḯ ḭ ḭפּ
ṕ Ṗ ︡ḭ ךּ ṕ Ṗ ︡ Ḯ

Ʀ ḭ ḭ צּ ︡ ḭךּ ךּ ︣ וֹ ︣
Ḯ

Ʀ ḭR6נּ בֿ ḭṡ ṇ ︣ שּ︡ שּ ṇ
Ṣ ︡ḭ קּ ךּ וֹ Ḯ

ṕ ḭ ךּ Ṗ

地域資源開拓入居継続支援入居支援

Å 伊賀市居住支援協議会
の設立

Å 定期的訪問・電話連絡等に
よる見守り

Å 居場所づくり
Å 地域とのつながりづくり

Å 物件の紹介・諸手続きへ
の同行

Å 保証会社へのつなぎ、緊
急連絡先の確保

Å 給付・貸付（既存制度へ
のつなぎ）

相談

ךּ

相談

検討

【居住支援法人/ 自立相談支援機関
（くらしサポートセンターおあいこ）】

住まい
相談支援員

（自立相談事業実施）

アセスメント／
プラン案作成

支援調整会議

緊急連絡
先対応

緊急連絡先確保等

Å課題解決に向けた協議
Å要配慮者向け物件の確保
（公営住宅有効活用を含む）
Å 保証人不要の物件の確保

福祉部局 住宅部局

各種相談
支援機関

居住支援
法人

福祉部局

各種相談支援機関

住宅部局

R6

居住支援法人

Å課題解決に向けた協議
Å要配慮者向け物件の確保
（公営住宅有効活用を含む）
Å 保証人不要の物件の確保

ṇ ︣ שּ︡

שּ ṇ

医療福祉政策課 生活支援課
障がい福祉課 介護高齢福祉課
子ども家庭支援課 消防本部管理課
社会福祉協議会 等

個々の部門・機関及び
協議会と連携・調整

対応
協議

アセスメント／プラン

決定
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ṥỈṦ

自治体名 愛媛県宇和島市 人口（R6.1.1 ） 68,585 人 高齢化率 40.7 ％

居住支援の

取組経緯

（背景）

Å 2018 年7月豪雨により、住まいを失った被災者に対して、市が直接住まい探しを支援。単身高齢者や障がい者を中心に、災害
以外の住まい課題に直面するようになった。

Å 2022 年度、厚労省の支援を受けて勉強会を開催し、関係各課が住まい支援の必要性について共通の認識を持つようになった。

Åこれまで市内の医療法人（精神科病院）が退院後の患者さんの住まいのフォローを自主的に実施していた。そのグループ法人
である正和会に重層的支援体制整備事業（地域づくり・アウトリーチ支援）を委託していた中、勉強会を通じ、居住支援法人
を立ち上げたいとの意向を得た。

住まいの

相談窓口

設置機関 社会福祉法人正和会

住まい相談支援員の配置状況 配置人数
1名（当初2.5 人を想定。担当

全体で動いている）
配置先 社会福祉法人正和会

生活困窮者

自立支援事

業実施状況

自立相談支援事業 直営

一時生活・地域居住支援事業 一時生活のみ実施（一般社団法人 愛媛県労働者福祉協議会）

居住支援協

議会・居住

支援法人等

居住支援協議会（事務局） 今年度居住支援協議会設立（予定）

居住支援法人 市内１法人（社会福祉法人正和会）

地域の環境

整備状況・

今後の取組

予定

Å災害を機に市民のニーズに応じて賃貸物件や一戸建て住宅を探す中で、市内のいくつかの不動産事業者と情報交換することが
できるようになった。

Å居住支援協議会は、今年度中に設立予定。

Å今年度も伴走支援PJに参加。不動産協会と合同で地域の実態を踏まえた居住支援の協力体制を検討・構築するための研修会・
意見交換等を９月下旬に実施。
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ṥỈṦ ṇ

ךּ

相談

障害相談
市福祉課

危機管理課

地域包括支援
センター

福祉課
くらし相談窓口

（重層）

重層メンバー

連携

入居マッチング 日常生活支援 伴走支援

・不動産事業者等との
関係づくり

・引っ越し事業者の紹介
や段取り支援 など

・見守り
・食支援ワーキングに

よる検討
など

・インフォーマルサービ
ス等社会参加支援

・重層事業を通じた地域
へのつなぎ など

つなぎ支援

ṥ ḱ ṇ ḭ ṇ Ṧ

・重層メンバーによる
各種サービスへのつ
なぎ など

社会福祉法人
正和会 住まい相談支援員

自立相談 NPOセンター

物件確保

ḱ ṇ ︡

ṕ ḭ ךּ Ṗ

居住支援協議
会設立（予定）

不動産事業者と福祉
関係者の意見交換

伴走支援PJに参加。不動産協
会と合同で地域の実態を踏ま
えた居住支援の協力体制を検
討・構築するための研修会・
意見交換等を９月下旬に開催。

上記の意見交換から、組織化、
仕組みとして定着を図る

Ʀ ḭ צּ ︡ צּ ︡ḭ ︡ ךּ
צּ ︡ ︡ כֿ ḭךּ ךּ Ḯ

ƦR5 ḭ ṇ ︡ḭ ḭ ︡ḭ
ḭ ︣Ḯ

Ʀ ḱ בֿ קּ ṇ ︡ ︣ Ḯ
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ṥỉṦ

自治体名 福岡県北九州市 人口（R6.1.1 ） 921,241 人 高齢化率 31.4 ％

居住支援の

取組経緯

（背景）

Å市が区ごとに設置する「いのちをつなぐネットワーク」において生活困窮者自立支援を含む生活全般の相談に対応しており、
そこと連携する形で居住支援を中心に担う「住まい支援センター」をホームレス支援の実績を有する居住支援法人に委託し
2022 年よりモデル事業を開始。

住まいの

相談窓口

設置機関 認定NPO法人 抱樸

住まい相談支援員の配置状況 配置人数 1名 配置先

ホームレス自立支援セン

ター北九州（委託先：

NPO法人抱樸）

生活困窮者

自立支援事

業実施状況

自立相談支援事業 直営（北九州市）＋委託（北九州市社会福祉協議会・グリーンコープ共同事業体）

一時生活・地域居住支援事業 両事業とも実施（委託：認定NPO法人 抱樸）

居住支援協

議会・居住

支援法人等

居住支援協議会（事務局） 北九州市居住支援協議会（事務局：都市整備局住宅部住宅計画課）

居住支援法人 市内14法人 ※令和6年4月1日時点（都市整備局住宅部住宅計画課web サイトより）

地域の環境

整備状況・

今後の取組

予定

Å「住まい支援センター」を運営する居住支援法人の所有物件を確保している。

Å北九州市居住支援協議会と連携し、低廉な物件の確保に向けた取組を進めているところ。

Å居住支援協議会及び居住支援法人連絡協議会のネットワークを活用し、低廉物件の ḱ確保・マッチングの検討や不動産事
業者と福祉関係者、居住支援法人等への研修会などを展開。

Å行政としては、単身高齢者の死後事務が課題。

Å精神障害者や刑余者といった大家の拒否感の強い対象者への支援方策を広げたい。
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Ʀ ךּ טּ NPO Ḯ NPO אל ︠ נּ ︡ ךּ
ףּ ḭ ḱ ︡ ךּ Ḯ

Ʀṡ ךּ ṇṢṕ ṇ ṇ Ṗ ךּףּ ḭ צּ פֿ ︣ ṡּך
תּ ṇ Ṣṕ Ṗ ︡ḭ ךּ ︣ ḭ ︣ Ḯ

Ʀ צּ ︣ ṇ ︡פּ ḭ ḱ ךּ Ḯ
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ṥỊṦ

自治体名 大分県竹田市 人口（R6.1.1 ） 19,380 人 高齢化率 49.1 ％

居住支援の

取組経緯

（背景）

Å 一般社団法人権利擁護支援センターたけたねっとは、公益社団法人大分県社会福祉士会・元会長が立ち上げた独立型の民間の社会福祉士
事務所を前身とし、成年後見制度の利用推進等を中心とする相談支援を行ってきた。

Å その中で、判断能力が低下してきている単身高齢者が、介護施設等に入居することになった場合や、身内が遠方である場合など、空き家
の処分・対応等に係る住まいの課題を抱える相談が増えている。

Å また、高齢・障がい・子ども等の複合的な地域課題に直面することが増えており、今後の社会問題に発展することを危惧し、社会福祉活
動の必要性を認識し、たけたねっとが大分県と相談した。

Å 県建築住宅課が豊肥地区から居住支援に取り組む中で、竹田市において居住支援協議会設立について助言・サポートを開始し、
R2(2020 )年7月にたけたねっとが居住支援法人に指定、R4(2022 )年4月よりたけたねっとを事務局として県内初の居住支援協議会が設
立された。

Å 生活困窮者自立支援については、竹田市社協が担うが、住まいに係る相談窓口が明確化されていなかった。たけたねっとがR5年度居住生
活支援加速化事業の委託を受け生活困窮者を含む居住支援を展開することとなった。ハード（住居）＋ソフト（相談支援）＝居住支援と
の認識により、竹田市の住まい支援システムの構築を目指す。

住まいの

相談窓口

設置機関 一般社団法人 権利擁護支援センター たけたねっと

住まい相談支援員の配置状況 配置人数 ※法人スタッフ約8名で兼務 配置先 たけたねっと

生活困窮者

自立支援事

業実施状況

自立相談支援事業 委託（竹田市社会福祉協議会）

一時生活・地域居住支援事業 両事業未実施

居住支援協

議会・居住

支援法人等

居住支援協議会（事務局） 竹田市居住支援協議会（事務局：竹田市建設課・たけたねっと）

居住支援法人 市内１ヵ所（一般社団法人 権利擁護支援センターたけたねっと）

地域の環境

整備状況・

今後の取組

予定

Å 城下町にある築56年の建物をリノベーションし、地域開放型の多世代交流 多文化シェアハウス女性専用「新町ウィズ」をオープン。入
居者は女性シニア、ひとり親世帯、技能実習生、女子高生。特別室一室は、車椅子利用の男性も短期入居可。

Å 大広間を活用した居場所づくりの推進や、入居者や利用者が集う、ユニバーサル農園の取組も行っている。

Å 居住支援協議会設立時、市内のSN住宅の登録はなかったが、構成員である不動産事業者の協力を得て自社物件をSN住宅に登録。

Å 新規開業した不動産会社や竹田市移住定住支援センター、竹田市商工会議所に対して協議会構成員の加入を働きかけ、情報集約を進めて
いる。また、空き家の家庭ごみ残置物処理は許可が必要となるため、免許取得事業所の事業者も構成員に加入している。

Å 竹田市では、500 万円以下の安価な中古空き家（土地付き）が多く、相談者に対して、賃貸のほか、住宅取得も提案している。
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Ϧ

ṥỊṦ ṇ

Ʀ ךּ וֹ ︡ḭ ךּ ṕ וֹ צּ ṖḮ

Ʀ ḭ וֹ טּ ḭ וֹ צּ ṡ Ṣ ךּףּ
וֹ וֹ Ḯ ḭפּ ṕ Ṗּפ צּ ךּ נּ ︡ḭ

︡ḭ פּ ḭ ṇ ךּ Ḯ

Ʀ ṇ ︡ ḭ ︡ צּ ṕ ḭ קּ ḭ Ṗ
וֹ ︣ Ḯ

Ḳ ḱ וֹ

構成団体

相談

県（住宅部門）

ךּ

Ḳ ṇ

וֹ
（居住支援法人）

竹田市社会福祉協議会
（自立相談支援機関）

住まい相談支援員 市（住宅部門、福祉部門、政策部門等）

新町ウィズ

不動産関連団体

移住定住センター

相談

運営・管理

福祉団体（社会福祉協議会）

まちづくり/
商工関係団体

相談

ṕ ḭ ךּ Ṗ

低廉物件の把握

Å 空き家等利活用
Å 市営住宅、施設等の活用

日常生活支援 参加・つながり入居マッチング住まいの確保

相談・参加

Å 新町ウィズにおける
コミュニティ活動

Å 成年後見制度等や既
存制度・サービスの
つなぎ

Å 協力不動産事業者へ
の相談・同行、SN
住宅登録支援

Å 民間の賃貸住宅
Å 市営住宅
Å 新町ウィズ（女性専用）

ῇ כ◦
ὀ

ךּצּ
こころの相談支援、
サライ、博愛会
やまなみ福祉会

こども家庭センター

地域包括支援センター

β χ ⱧỘ ʾ
Ṑḩρכ◦ ὀ
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ṥịṦ

自治体名 宮崎県日向市 人口（R6.1.1 ） 58,687 人 高齢化率 33.5 ％

居住支援の

取組経緯

（背景）

Å住宅セーフティネットとしての市営住宅の老朽化や入居者の変化（半数以上は高齢者、8050 や精神疾患等さまざまな課題を
抱える世帯の顕在化）に対応するため、「箱」の管理から「暮らし」を考える住宅施策への転換が必要と認識。

Å令和3年度の住生活基本計画（住宅マスタープラン）改定の検討を機に、「地域共生×住宅ストック政策検討チーム（福祉×
住宅）」と「地域防災×建築マネジメント政策検討チーム（防災×建築）」を立ち上げ、多部局連携により市営住宅の管理戸
数適正化と役割を踏まえた新たな住宅セーフティネットの構築を図るための方策を検討。

Åまた、セミナー開催や、関係機関へのヒアリング等により居住支援ニーズの把握と関係機関とのネットワークづくりも並行し
て実施。

Å令和3年度末に住宅マスタープラン「ひゅうが暮らし計画」を策定し、重点戦略として「福祉と住まいをつなぐ暮らしづく
り」を掲げ、「日向市居住支援協議会」の設立を最重要施策として打ち出した。

Å令和4年11月に居住支援協議会を立ち上げ。合同事務局としてR5年4月にNPO法人Rim-Link 設立し、住まいの相談窓口とし
て、居住支援のハブとして機能している。

住まいの

相談窓口

設置機関 NPO法人Rim‐Link

住まい相談支援員の配置状況 配置人数 2名 ※Rim‐Link職員 配置先 NPO法人Rim‐Link

生活困窮者

自立支援事

業実施状況

自立相談支援事業 委託（日向市社会福祉協議会「日向市生活相談・支援センター心から(ここから）」）

一時生活・地域居住支援事業 未実施

居住支援協

議会・居住

支援法人等

居住支援協議会（事務局） 日向市居住支援協議会（建築住宅課とNPO法人Rim‐Linkによる合同事務局）

居住支援法人 市内1社（NPO法人Rim‐Link）

地域の環境

整備状況・

今後の取組

予定

Å市営住宅の空き室の目的外使用により、精神障害者等の地域移行に際し、基幹相談支援センターと協力して自立生活訓練のた
めの一時利用等を検討。

Å空き家・空き店舗の利活用により、大学や社協等と連携して、地域とのつながりを持たない方のコミュニティスペースの設置
を検討。

Å既存の相談支援では、アセスメントをして、属性に応じた記録を取っているが、プラン策定に関するシートが整っていない。
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ṥịṦ ṇ

Ʀ 4 11 Ḯבֿ ︡ R5 4 NPO Rim -Link ︡ḭ ךּ ︡ ḭ
︡ ︡ ךּ Ḯ

Ʀ קּ ḭ ︡ḭ ṇ ︡
Ḯ

Ʀ קּ ḱ קּ ḭ ︡ ḭ צּ ךּ ṇ Ḯ

相談

福祉課

日向市
社会福祉協議会

共有・
つなぎ

連携

NPO法人
Rim-Link

（居住支援法人）

建築住宅課

住まい相談
支援員

高齢者あんしん課

地域包括
支援センター

障害基幹相談
支援センター

ṥ ḱ ṇ ḭ ṇ Ṧ

住まいの確保

Å市営住宅の目的外使用
Å空き家活用 など

日常生活支援

・福祉関係機関との
ネットワークづくり

など

入居マッチング

Å空き家活用の仕組み
整理
Å不動産事業者等との

関係づくり
Å緊急連絡先、身元保

証、死後事務の相談
など

居場所・つながりの場づくり

Å精神障害者等の地域移行に際し、基幹相談支援
センターと協力して自立生活訓練のための一時
利用等を検討

市営住宅の目的外使用

延岡日向
宅建協同組合

全国空き家アド
バイザー協議会 （有）大成不動産

相談

ṕ ḭ ךּ Ṗ

Å空き家・空き店舗の利活用により、大学や社協
等と連携して、地域とのつながりを持たない方
のコミュニティスペースの設置を検討

福祉課

委託

日向市生活相談・支
援センター心から
（日向市社協） 連携
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ṥ10Ṧ ṕ Ṗ

自治体名 沖縄県 人口（R6.1.1 ） 339,884 人（30町村） 高齢化率 24.4 ％

居住支援の

取組経緯

（背景）

Å県保護・援護課と労福協（委託先）で意見交換する中で、自立相談支援事業において、生活困窮者が住宅を借りる際に、保証
人や保証会社の両方が必要となるなど、福祉だけでは対応できない居住支援の課題が顕在化していた。

Åモデル事業に依拠することで、住宅部局や県内住宅及び福祉関連事業者とともに、住まい支援システム構築に向けた諸課題を
整理し、居住支援の問題に意識的に取り組むきっかけになると考えている。

Å住まいを確保する上での課題として、地代高騰により低廉家賃物件が不足していること、賃貸借契約を結ぶ際に家賃保証会社
と連帯保証人の両方が必要となり、さらに連帯保証人については3親等内、かつ2人必要といった地域特有の事情がある。

住まいの

相談窓口

設置機関 （公財）沖縄県労働者福祉基金協会（労福協）

住まい相談支援員の配置状況 配置人数 1名 配置先

沖縄県就職・生活支援

パーソナルサポートセン

ター南部

生活困窮者

自立支援事

業実施状況

自立相談支援事業 委託（（公財）沖縄県労働者福祉基金協会 沖縄県就職・生活支援パーソナルサポートセンター 4支所）

一時生活・地域居住支援事業 一時生活のみ実施（（公財）沖縄県労働者福祉基金協会に委託）

居住支援協

議会・居住

支援法人等

居住支援協議会（事務局） 沖縄県居住支援協議会（沖縄県住宅供給公社）

居住支援法人 県内10社

地域の環境

整備状況・

今後の取組

予定

Å昨年度から、県と市の生困部局と住宅部局を集めて意見交換会を行い、居住支援を行っていく上で、住宅部局と福祉部局が連
携する必要性に対する共通認識を図った。意見交換の場は継続化する予定。

Å沖縄県就職・生活支援パーソナルサポートセンター南部に住まい相談支援員を1名配置。北部・中部・南部支所の各拠点の相
談支援員と連携し、住まいに課題を抱える生活困窮者、身よりのない高齢者等の要配慮者に対し、総合的な相談支援を行うこ
とで、県内全域（町村部）をカバーする。

Å地域の居住支援ニーズの把握に努め、県内の居住支援体制について課題の整理を行いながら、居住支援協議会等の関係機関と
連携し、地域資源の開発について検討をする。具体的には、要配慮者の入居に協力的な大家や不動産事業者の開拓・ネット
ワークの構築、セーフティネット住宅等の見える化、大家・不動産事業者の安心確保に向けた継続的な見守り体制構築等に取
り組む。
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ṥ10Ṧ ṇ

Ʀ ךּ ṕ Ṗ ︡ḭ טּ ḱ ṇ
ṇ ṇ ךּ Ḯ

Ʀ ḱ ḱ ︡ḭ ךּ נּ ḭ ךּ
︡ḭ כֿלּ ḭ ṕ Ṗ ṇḮ

Ʀ ︡ḭ ḱ ṇ ḭ ṇ
נּ ḭ ḱ וֹ Ḯ

相談

県住宅課委託

相談

ṕ ḭ ךּ Ṗ

居住継続支援入居マッチング住まいの確保

Å 関係機関との見守り
体制の構築

Å 保証人の仕組み
Å 大家等の安心確保に向けた仕組

み検討（孤独死・残置物処理等
に対する保険）

Å 要配慮者向けの物件開
拓・確保

Å セーフティネット住宅の
見える化

ךּ

南 部

住まい
相談支援員

中 部

北 部

南部支所連携

ḱ

社協（各町村）

地域包括（各町村）

行政（各町村）

（公財）沖縄県労働者福祉基金協会

ḱ ṇ ṇ ṇ
（自立相談支援機関）

共有・つなぎ

県福祉部局連携

県住宅供給公社（ ）

県内居住支援法人

不動産関係
団体

福祉関係
団体

那覇市 沖縄市

うるま市 浦添市

宜野湾市

関係機関との
ネットワークづくり

（継続的な意見交換の場づくり）
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ṥ11Ṧ

自治体名 千葉県船橋市 人口（R6.1.1 ） 648,331 人 高齢化率 24.0 ％

居住支援の

取組経緯

（背景）

Åこれまでも住まいに関する相談があった場合、「保健と福祉の総合相談窓口 さーくる」と「住まいるサポート船
橋」が相談を受け、相互に連携し、居住支援法人や不動産事業者、一時生活支援事業等を活用しながら支援を行っ
てきたが、近年、居所を失ったまたは失うおそれがあるという相談が目立つようになり（多いときは週に数件）、
支援体制の機能強化が求められていた。

Å当初、住まい相談支援員は改正生活困窮者自立支援法が施行されるR７年度から配置する予定だったが、国の説明
会等を通じ、居住支援体制強化の必要性を再認識し、早期に支援体制を整えておくべきと考え、さーくるや住宅部
局と協議した結果、モデル事業の手上げに至った。

住まいの

相談窓口

設置機関
「保健と福祉の総合相談窓口 さーくる」（（福）生活クラブ委託）、

「住まいるサポート船橋」（（福）船橋市社会福祉協議会直営）

住まい相談支援員の配置状況 配置人数 １名 配置先
自立相談支援機関（さー

くる）

生活困窮者

自立支援事

業実施状況

自立相談支援事業 委託（（福）生活クラブ「保健と福祉の総合相談窓口 さーくる」）

一時生活・地域居住支援事業 一時生活のみ実施（委託：特定労働者協同組合ワーカーズコープちば）

居住支援協

議会・居住

支援法人等

居住支援協議会（事務局） 船橋市居住支援協議会（事務局：（福）船橋市社会福祉協議会）

居住支援法人
市内3法人（株式会社あんど、一般社団法人 honeybee 、特定労働者協同組合ワー

カーズコープちば）

地域の環境

整備状況・

今後の取組

予定

Å「さーくる」と「住まいるサポート船橋」の両機関を「住まいの総合相談窓口」とする。

Å「さーくる」に住まい相談支援員を配置するとともに、住まいに関することに特化して困難ケースの支援方針を検
討する「住まい調整会議」を開催することにより、支援機能を強化する。

Å会議の中で出た住まいに関する課題（社会資源の不足等）については、居住支援協議会で検討してもらうとともに、
課題が複合化・複雑化したケースは、適宜重層的支援体制整備事業につなげる。

67



Ṯ ךּ ṇ ṯ

ṥ11Ṧ ṇ

Ʀ טּ ṡ שṇּאל Ṣ לּ צּ ︣ ṡ ךּ
ṇ Ṣ 2 ṡ ךּ Ṣ ︣ Ḯ

Ʀṡ ךּ ṇ Ṣ ḭ ṇּפ רּ Ḯṡאלṇּש Ṣ ḭ ḭפּ
￼ Ḯ ︡ ḭ ךּ ︣ Ḯלּ

Ʀ ṇ ךּ ḭṡאלṇּש Ṣḭṡ ךּ ṇ Ṣḭ ḭ ḭ צּ ︣ ṡ ךּ
Ṣ ︡ḭ Ḯ

Ʀ ךּ ︣ ṕ Ṗ ךּ ḭ ︡ לּ ḭ צּ ḱ ︡
ṇ ḭ בֿ Ḯ

Ṯ שṇּאל ṯ

住まい相談支援員 ךּ

行政（福祉サービス部・建築部）居住支援法人

社会福祉協議会
（事務局）

連携

相談相談

ṕ ḭ ךּ Ṗ

ṥ ḱ ṇ ḭ ṇ Ṧ

住まいの確保

Å居住支援法人
Å一時生活支援事業
Å住宅確保要配慮者の入居に積

極的な不動産事業者との協力

日常生活支援入居マッチング

Å自立相談支援機関の相談員
等の個別ネットワークによ
り不動産事業者等と調整
Å居住支援協議会との連携

Å住まいるサポート船橋が提供
するサービス(主に高齢者等)
Å上記対象者以外にも活用可能

な身元保証・死後事務等の地
域資源開発

ךּ

一時生活支援事業者

協力不動産店

学識経験者

自立相談支援員

住居確保給付金
担当

課題の検討

Å住まいに関する課題
(社会資源の不足等)
は、居住支援協議会
において検討。

重層的支援体制整備事業

Å複合化・複雑化したケースに
ついては、重層的支援体制整
備事業につなぐ。

68



2021 年4月1日

︣ ךּ

厚生労働省 老健局 高齢者支援課

改正住宅セーフティネット法 全国説明会（令和７年６月）



ɵ˺ ˔

̮ȅǋ

β

24

  

˲ȭɧɔɵ ̝ɵɚɧɱɄȡȠɵNPO

ɵЊ
ɵЊ

ӣ
˺

᷂ḢӋ

ᶧḿ ʫ̈ ̊ʣ ₴ ↓ ˺ ̮ ᷂Ḣ ѝ
˲ ♥ ӣ ˺ ˔ ̮ Ӌ ͪ

̱Ѱ ᷂ḢӋ ὕ

˹♥ Ṕқ ᷂Ḣ ᷂ḢӋ

˲֥ ̊ʣ˲֥ Ṕל Ẏ ⁸ ̊ʣ˲֥ Ṕқ ˲֥ ᾜ
ӓ ᾽ Ẏ ᷂Ḣ⁪

᷂ḢӋ ͪ ⁸ ↑ ᷂Ḣ רʺ ר̱ʺ Ḩ ᷂Ḣ
ר ꜘ ̸ ʣ ⱳ

2



ṕ Ṗ ךּ

̓ ᵕχ ᵠ ˢ̞ˣπψʺӺ ʾᵒῐχ ὀṐ ẉό ằ χṁ ếᴟτΰΪοʺ

ʾᵒῐ ṁ Ϭ ΰʺӺ ʾᵒῐЂ˔РІχלχΰ Ϭ ϥάρʺ

ʾᵒῐЂ˔РІⱧỘ τΣΪϥ ḕẽᵠ ʾ ▀ χΰ ϒχ◦כ

τ︡Ϥ ϭπΜϥʻ

ˢ̞ˣ ᴂἷχⱱ ᴦ σּזᵓ Ϭ  βϥθϛχὲῴ ᾑ χԁ Ϭᵠ βϥ ˢ 5 31‹ˣ

̓ ⱳṍ ᵠ τΰΪοψʺ‰ ᴟχ ˢ85⅞ӟ ῢχ ᴥˣʺ ▀ ῢχᾚ τ ᴂΰʺ

ᵒῐ ∙χᶎ Υᴿ χ ʺ ӽχᵒῐ τᴂαοʺЂ˔РІᶎ Ϭ μοΜΨ ΥΚϥʻ

άχϢΞσ ʺԏΦ Φʺ ӽ ᶧϾϯЄІГЭχ ʺ ӽẶ ᾝʺᵒῐםᵓχזּ ʾὲῴξ

ΨϤχ ʺⱱ ᴦ χ  ʾᵒῐ ∙ᶎ Ϭ μοΜΨ ΥΚϥʻάχθϛʺ ᵒῐ ᾑ

ᵓτΣΜοʺ ♠χϢΞσГ˔ЫτνΜοṳ ΰοΜΨάρΥ―ΠϣϦϥχπψσΜΤʻ

Ϙθʺ2040 τΰΪοʺ ῢᾚ χІС˔Жψ ӽτϢμοӰσϤ ῢ  Ϝ ΦΨ ϩμοΜΨ

πʺᵒῐЂ˔РІϬςΞᶎ βϥΤΥᴿ πΚϤʺάχϢΞσⱲḧ꞊ʾ ӽ꞊Ϭ ϘΠθᾁ τν

Μοψʺᵒῐᾝ χ Ϝḯϛθᾁ ᵓˢ̞ˣϬ κ Ϋʺṳ ΰθ πʺ ᵒῐ ᾑ ᵓτ ⁮ΰʺ

ᵓτΣΜο ˑσḩἰּיχϜρṳ Ϭ“Ξάρρβϥʻ

ˢ̞ˣˮ2040 τΰΪθЂ˔РІ ằ χΚϤ ˯ᾁ ᵓ

3

社会保障審議会
介護保険部会（第116 回） 資料２

令和６年12月23日



ṕ Ṗ

１．地域包括ケアシステムの推進

（多様なニーズに対応した介護の提供・整備、医療と介護の連携、経営基盤の強化）

２．認知症施策の推進・地域共生社会の実現

（相談支援、住まい支援）

３．介護予防・健康づくりの推進

４．保険者機能の強化

（地域づくり・マネジメント機能の強化）

５．持続可能な制度の構築、介護人材確保・職場環境改善

（介護現場におけるテクノロジー活用と生産性向上）

β検討項目については、今後の議論に応じて見直す。 4



※有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方について
有料老人ホームの多様な運営方法やサービスの提供実態を把握するとともに、多様なニーズに対応しつつ、運営やサービスの透明性

や公平性、質の確保を図るための方策等を検討するため、有識者による検討会を立ち上げ、議論を行う予定。夏頃までにとりまとめを
行い、介護保険部会に報告。

וֹףּ וֹ ךּ ךּ
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介護保険部会（第118 回） 資料１

令和７年３月17日



Å第１回は4月14日に実施。第２回（4月28日）、第３回（5月19日）においてヒアリングを実施。

Å夏頃までに議論の整理を行い、介護保険部会に報告。必要に応じ、次期制度改正に向けた議論につないでいく。

ṇ וֹףּ ךּ︡ ṇ טּ ︣

(3) 有料老人ホームにおけるいわ
ゆる「囲い込み」対策のあり方

(1) 有料老人ホームの運営及
びサービス提供のあり方

(2) 有料老人ホームの指導監
督のあり方

Å老健局長参集検討会として、学識者、事業者団体、消費者団体、専門職団体、自治体等からの参画を得る。
Åまた、オブザーバーとして国土交通省住宅局や関連する事業者団体からの参画を得る。

¸ 地域包括ケアシステムにおいて、医療・介護等のサービスが包括的に提供される前提となる高齢者の住まい
の確保は重要であり、そのニーズの高まりや多様化に伴い、有料老人ホーム(β)の数は増加するとともに、提
供されるサービスも民間の創意工夫により多様化している。一方、 ︣ ṇ
ṕּך ṡ ךּ ṢṖ ḭנּ תּ ḭ ṇ
אל ṇ ︣ ḱ ︣ もある。

¸ こうした状況を踏まえ、 ṇ ṇ するとともに、多様
なニーズに対応しつつ、 ṇ ḱ を検討する。

・「住宅型」有料老人ホームでは、自社や外
部のサービスと組みあわせ、多様なサービ
ス展開が行われているが、各地域で、必ず
しもサービスの提供実態の全体像を把握で
きていない

・入居希望者の介護度等に応じた手数料の設
定を行う等、入居紹介業において事業運営
の透明性に疑念がもたれる事例が存在

・届出制において運営主体の体制や事業計画
の事前チェックが困難であり、自治体の迅
速な権限行使も行いづらい状況

・自治体による入居者への過剰なサービス提
供のおそれがあるホームに対する家賃やケ
アプランの確認点検が十分に進んでいない

・高齢者が都市部を中心に急増する局面にお
いて、有料老人ホームに求められる役割や
機能をどのように考えるか

・自治体はどのように高齢者の住まい・介護
ニーズを把握し、地域に必要なサービス提
供体制を確保するべきか

・入居紹介業の運営の透明性の確保のためど
のような方策が考えられるか

・有料老人ホームの届出制の運用状況を踏ま
え、より効果的な指導監督のあり方をどの
ように考えるか

・利用者ニーズに即したケアプラン作成の遵
守や、いわゆる「囲い込み」が疑われる
ホームへの実効性の高い対策としてどのよ
うな対応が考えられるか

ṇ

等等

6

（β）サ高住の約96％は有料老人ホームに該当



ךּ ︣ ṕ Ṗ

市町村は、居住支援協議会や居住支援法人等の仕組
みを積極的に活用し、地域の実情に応じて以下の事業
を行う。

なお、事業実施にあたり、福祉施策に限らず、住宅
施策やまちづくり施策、既存の相談支援窓口、地域の
ネットワーク、地域資源や民間活力も活かしながら、
事業を実施いただくことを想定。

ṕểṖ ḱ ṡ ךּ Ṣ
פּ ḭ ︣

・住宅情報の提供、入居相談の実施
・必要な支援のコーディネートの実施
・入居後の見守り等生活支援の実施 等

ךּ
・高齢者の入居を拒まない住宅や不動産事業者等の調査
・居住支援協議会の運営 等

צּ ︡ ךּ
・住まい支援に関する各種制度や地域の取組・資源を活

用した総合的・包括的な地域連携・協働のネットワー
クの構築 等

ṕỄṖ
高齢者が多数居住する集合住宅等の入居者を対象に、日常生

活上の生活相談・指導、安否確認、緊急時の対応や一時的な
家事援助等を行う生活援助員を派遣する。

○ 高齢者の安心な住まいの確保と入居後の生活の安定を図る観点から、高齢者が民間賃貸住宅等に円滑に入居し安心して生活ができるよ
う、 ḭ ḱ צּ ︡ ḭ פּ ḭ

や、シルバーハウジング等の高齢者が多数居住する集合住宅の入居者を対象に生活援助員の派遣を行う。
○ 令和６年に改正住宅セーフティネット法が成立したことを踏まえ、取組の具体的な例示や居住支援法人等への事業委託が可能である旨

を明確化するなどの実施要綱の見直しを行い、総合的・包括的な住まい支援の推進を図る。
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Å ᶗᶍḃḧḒᴻᶱ ᵶᴲ ᶍ ᶝᵣ ⱱᶍ ᵰᶱ∟
Å ᶍ ᶎ ᶍ ᶝᵣ ⱱᶍ ᶊᶃᵣᶅ ᵴᶫᶅᵩᶨᵹᴲ ᶄᵬ
ᶍ ᶇᶉᶪ֩ ᵫ ᵸᶪ ᶡ ᵫטּ ֪

Å᷉ḧׁש ᴲᵲᶫᶝᶆ ᶣ᷆ᶷḦḕ ᶞᶆᵡᶂᵾᶍᵫ ᵫ ᵸᶪᵲᶇᴲ
ᶠᶍ ᵫּס ᴳ

ù ᶇᶍ
Å ᴲ ᶇ ᵶᴲ ⱱ ᶱ ᵧᶅᴲ ᶱ ᴳ
Å ╓ᶍ ᶍ ᶝᵣᶍ ᶍ ᵣ ᵶᶱ ᵥ

ù ᶍ ᶊᵆ ᶝᵣᵇᶍ∞ ᶄᵰᵫ
ᵆ פֿ 10 ᴴ ֩ ֪ᵇ
óᵆ 6 ᶆᶡ↨ ᵶᶅ ᶨᵶƎ ᶆᵬᶪᶝᶀb ᵆ ᶍ ֩ ᶍ ⱱ ᶍ ֪ᶍb ᶆᴲ
ᵆ ᶊᶣᵴᵶᵣ ᶝᵣᶄᵮᶩ ᵇᴂ ᶝᵣ ⱱ ֩ ⱱ֪ᵫb∞ ᵰᶨᶫᶅᵣᶪG

óᶝᵾ ╓ ᷆ᶷ᷿ḁḎḨᶍ ᶊᶡᴂ═ ᴲ ᴲ ᴲ ᶝᵣᴲ ⱱ᷊ᴻḛḁᵫ ᶫ ᶉᵮ ᵴᶫᶪ
ᶞ ᵫb ᵴᶫᶅᵣᶪᴳ

˹♥

¹ ᶍ ᶞ ᵧ ⱱᶆᴲ
ᵫ ᶱ ᶅᶪᵲᶇᶱ ᶟ
᷆ᴻḁᵫ ᵣᴳ ᶊᶇᶂᶅ

ᶎ ᴳ
¹ ᶍ ᶞ ᵧ ᶇᵶᶅ ☺ ᵶ
ᵪ ᵫᶉᵮᴲ ᶍ
ᶊ ᶂᶅᵩᶨᵹ ᴳ

¹ ᶍ ᶞ ᵧᶎᴲ ᶞ ᵧ ᶍ
ᵸᶪטּ ᶗᶍ ᶩ ᵫᶆᵬ

ᶪ ᶞᶍ ᵫ ᴳ

ᶣ ⱱ ᶍ ᶍ ᶱ᷊ḥᴻḐᵸᶪ ⱱᵫᶆᵬᶪᵲᶇᶆᴲ ᶍ ᶝᵣ ⱱᶍ ᵫ ᵸᶪᶇ ᶮᶫᶪ
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Ṯ ṯ ệ ḲỉṮ ṯ ṕ Ṗ

︡ḭ
וֹףּ

Ẇ וֹ ḭ ︣

ḱ有識者や自治体職員等による支援チームを構成
・実態把握を行った上で、課題と取組の方向性等について

意見交換や検討等を行うに当たり、有識者や自治体職
員・厚生労働省職員・国土交通省職員等を派遣してアド
バイスを行う。

Ẇ וֹףּ נּ

・地域における住まい支援
体制の構築

・住まいに係る相談対応
・社会福祉法人によるアセ

スメント、生活支援の実
施 等

Ẇ

地域支援事業交付金等

ḱךּ 老健局高齢者支援課

令和７年度当初予算案 25 百万円（20 百万円）※（）内は前年度当初予算額

○ 単身高齢者の増加、持ち家率の低下により、都市部を中心に住宅確保が困難な高齢者に対する支援ニーズが高まることが想定される。
○ 一方、高齢者の住まい支援に対しては、地域支援事業交付金を活用して自治体が取組むことができるが、実施している自治体が少な

い。その理由として、自治体が高齢者の住まいニーズの把握が十分でないこと、取組の実施にあたり、行政内の住宅部局と福祉部局、
地域の社会福祉法人と不動産業者等といった多岐にわたる関係者との調整が困難であるため、検討が進まないとの意見がある。

○ 令和7年度には、厚労省が共管となる改正住宅セーフティネット法の施行など、制度的枠組みが整うことから、特に高齢者福祉に関わ
る行政や支援機関の職員等に対して関連制度等の周知の徹底を図るとともに、課題が多い大都市部を中心に、住まい支援体制の構築を
強力に推進する必要がある。

○ そこで、本事業においては、大都市部を中心に働きかけを行うとともに、特に、機運が高まった自治体に対してアウトリーチ的に伴
走支援を行い、単身高齢者等に対する総合的・包括的な住まい支援の全国展開を図る。

ể

Ễ ḱ ṇ ḭ

ニーズが高い大都市部中心に、住まい支援体
制が未整備の自治体や、アンケートにより把
握した取り組む意向がある自治体を抽出
＊居住支援協議会未設置（R6年9月末現在）

・政令指定都市：7市
・中核市：48市

＊高齢者の住まい確保に関する現状と課題
＊活用可能な最新の制度・施策説明
＊取組のポイントの解説
＊グループワーク

２．事業実施に向けた伴走支援
１．必要性が高い自治体に対する
働きかけ・対象自治体の選定

ḱ
大家の入居制限、支援機関と不動産事業者とのつながり 等

ḱ ḭ ṇ
庁内連携体制、行政と社会福祉法人・不動産団体等との協働体制

ḱ ךּ
住まい支援の担い手発掘、住まい支援体制の検討 等

︢ צּ
Ḯ

ẓ ךּ
וֹ בֿ

β下線箇所はR7拡充分

Ẇ ךּ ḱ
נּ ḭ

ṇ

３．全国展開に向けた取組

10



ᵆ ᶝᵣᴴ ⱱ ⱱḟḵḀᶼ᷄Ḑᵇ ⱱ ╗

自 治 体 応 募 部 局 応 募 概 要

ü ᶍ ☺ ᵫᶉᵮ ᶡᶉᵣᵾᶠᴲ ᶆ ᶊ ꞌᵶᶅᵣᶪᴳ ᶇ ᶱ ᶲᶆᵣ

ᶪᵫᴲ ᵫᵥᶝᵮ ᶫᶅᵣᶉᵣᴳᶝᵾ ᶊᵩᵣᶅᶡᴲ ᶍᶞᶆ ᶎ ᶲᶆᵩᶨᵹᴲ ᶍ ᶞ ᵰᵫ

ᶆᵬᶅᵣᶉᵣᴳ

ü ⱱ ᶱ ᶀ ᵱᴲ ᵪᶨ ᴲ ≠ ᶡ ᶠᵾ וֹ ᶉ ⱱᶱᵶᵾᵣᴳɕᵾḃᴻḝ

ḎᶸᴻḕḋḐ ᶣ ⱱ ᵬ ᴲ ᶍ ᶠᴲ ᵫ ᵶᵣᴳ

ֹ ᴴ

ᴲ

ᴲ

ⱱ

ᴲ

ü ᶍ ᶝᵣᶍ ᶊ ᵸᶪ ᶉ ᶱ ᵧᵾ᷆ᴻḁᵫ ᵶᶅᵩᶩᴲנּ ⱱ ᶇ
ᵶᶉᵫᶨ ꞌᵶᶅᵣᶪᴳᵼᶍ ᶆ ᶍ≥ ᶊⱲᵥ ᵫᶉᵣᴲ ᶆ ⱱ ᶊᶉᶪᶉᶈᴲ᷆ᴻḁᶍ ᶎ
ᶊ ᶂᶅᵣᶉᵣᴳ

ü ᶊ ᵸᶪ ֩ ᴲ קּ ֪ᶍ ᵫ ᶨᶫᶊᵮᵣᴳ ⱱ ᶇ ᵫᶃ
ᶉᵫᶪ ᵫᶉᵮᴲ ⱱ ᶎ ᶊ ᵹᶃ ᵰ ᵣᴲ ᶱ ᶠᶅᵣᶪ ᶆᵡᶪᴳ

ü ᶊᶧᶩᴲ ᵫ ᶞ ᶫᵾ ╓ᶆ ᶞ ᵰᶨᶫᶪᶧᵥᴲ ᵫ ᶊ ᶆᵬ
ᶪ ⱱ ᶱ ᵧᵾᵣᴳ ᵫ ᶬ ᶊᶉᶂᶅᵣᶪ ᶱ ᵸᶪᵲᶇᶆᴲ ᴴ ᵪᶨᶍקּ
ⱱ ᶗᶍ ᶱ ᶨᶫᶪᶧᵥᶊᵶᵾᵣᴳ

↨

( ⱱ )

ᵀ ᵁ ֹ

ü ᶩᵫᶉᵮᴲ ᶇ ꜛᶍ ᶍ ᶎ ᴴ ꞌᴴ ╓ ᶍ ᵪᶨ ᶆᵡᶪᴳᵼ

ᶍ ᶆᶡᴲּק ᶍᶆᵬᶉᵣ ᶆᶎᴲ᷉ḧׁש ᴲטּ ╓ᵪᶨᶍ ᵫ ᵲᶩᶣᵸᵣᴳ ᶊᴲ ╓ᶆ ᶡ

ᵶᵾטּ ᶍ ᴲ ╓ᶆᶍ ┐ ᶡ ᶊᶉᶩᴲ ᶣ ᶗᶍ ᵧᶱ ᵸᶪ ᵫ ᵧᶅᵣᶪᴳ

ü ᶱ ᵶᴲ ᴲ ᴲ ᵫ ᶆᵬᶪ ᶱ ᵶᵾᵣᴳᶝᵾᵬƎּקᶍ ᶍ ᴲ
ᵆ ᵇᶍ ᶊ ᵰᵾ ᶱ ᶠᵾᵣᴳ

₲ ▌

ᵀ ᵁ

ü ᵶᵾ ⱱ ᶇ ᶇᶍ ᶱ ᶩᵾᵣᵫ ᶆᵡᶪᴳ ⱱ ᶇᵶᶅ
ᶍ ᶎ ᵶᵾᶏᵪᶩᶆᵡᶩᴲ ᶇᶇᶡᶊ ꞌᶣ ⱱᶱ ᶂᶅᵣᶪᵫᴲ ᶩ ᶆᵡᶪᴳ

ü ᶎᴲ ⱱ ᴴ ᵶᴲטּ ⱱᶍḁ᷂ᴻḨ ᶇᴲ ᶇᶍ ᶄᵮᶩᶱ ᵶᵾᵣᴳ
ᵫᶈᶍᶧᵥᶊ ⱱᴴ ᵶᶅᵣᶪᵪᶱ ᶩᴲ ᶇᵶᶅ ᵧᶨᶫᶪᶧᵥᴲ ᴲ ᶱ ᵶᵾᵣᴳ

ᵀ 3 ᵁ

ֹ

ֹ

ü ᶇ ᶍ ᶆ ᶊ ⱱ ᶱ ᴳ ᴲ ᴲ

ⱱ ᴲ ᴲ ᴲ ᵫ ╢ᶇᵶᶅ ᵶᵾᵫᴲ ᶎᶉᵣᴳ ᶣ ᶇᶍ

ᶱ ᵶᴲטּ ᶍ ᴲ ᶊ ᶠᵾᵣᴳ

ü ᶊᶧᶪ ᶣ ᶍ זּ ᶊᶧᶩᴲ ᶍᶧᵣ ╓ᶗᶍᶞ ᵧᶱ ᵥ ᴲ ᶣ ╥ ᶍ

ᴲ ᶀּקᵫᵡᶪ ᶍ ᶆ ᶞ ᵧᵫ ᶞᶊᵮᵣᴳ ᴴ ᵶᶉᵣטּ ᶝᵣ֩ ᶇ֪ ᶨᵶᶍ ᴴ

ᶊᶃᶉᵱᵾᵣᴳ

ü ⱱ ( 4 )ᶊ ᶩ ᶞᴲ ᶍ ᶱ ᵧᵾᵫᴲ ᶇᶍ ᶉᶈ

ⱱᶍ ᶍ ᶱ ᵶᵾᴳ

ü ᵬּקᶍ ᴲ ᴴ ╥ ᴴ ᶉᶈᴲ ᶆᶍ ᶇ ᶱ ᵶᵾᵣᴳ

ᶊ ᵰᴲ ᶉᶈ ᶍ ≥ ᶍ ᴲ ᴴ ᴴ ᴴ ᶇᶍ≥ ᶱ ᵣᵾᵣᴳ
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・賃貸人（大家）の不安軽
減により、単身高齢者等
の住宅確保要配慮者の民
間賃貸住宅への円滑な入
居につながる。

・住宅と福祉が連携した総
合的・包括的な居住支援
体制が構築される。        

・空き家などの住宅ストッ
クを含め、住まいに関す
る地域課題が把握される。

Ṯ קּ ṯ
・終身建物賃貸借の利用促進

・居住支援法人による残置物処理の推進

・家賃債務保証業者の認定制度の創設

Ṯ ṇ לּ ṯ
・「居住サポート住宅」の認定制度の創設

居住支援法人等が、住宅確保要配慮者に対して安否確認や見守
り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う「居住サポート住
宅」の供給を促進（β市区町村長等が認定を行う）

Ṯ ( ) ṯ
・国土交通大臣と厚生労働大臣による基本方針の共同策定
・基本方針及び賃貸住宅供給促進計画の記載事項に「福祉サービ

スの提供体制の確保に関する(基本的な)事項」を追加

＋ 基本方針及び賃貸住宅供給促進計画が国の指針や介護保険
事業（支援）計画等の福祉関係計画と調和すべき旨を規定

Ṯ ḱ ṯ

・市区町村における居住支援協議会設置の努力義務化

・居住支援協議会と福祉関係の会議体との連携を努力義務化する
とともに、構成員として社会福祉協議会など「住居確保要配
慮者の福祉に関する活動を行う者」を追加 80

ṇ ︡ ךּ ṕ Ṗוֹ

○ 単身高齢者世帯の更なる増加、持家率の低下等、単身高齢者などの住宅確保要配慮者への住まい支援のニーズは今後ますます高まるこ
とが想定されるとともに、住宅確保要配慮者は住宅以外の困りごとを抱えていることも多い。このため、住宅確保要配慮者が民間賃貸住
宅に円滑に入居し安心して生活できるよう、 ṕ Ṗּצ ︡ ךּ︣ するとともに、 ךּ ︣ פּ

ṇ תּ ḱ を図る。【令和７年１０月１日施行（予定）】

・死亡後の残置物処理や
孤独死による事故物件の
おそれなど、大家は高齢
者等の住宅確保要配慮者
の入居に対して一定の拒
否感を有している。

・住宅施策と福祉施策の
連携不足により、住まい
や複合的な課題に関する
相談を受け付ける窓口・
一元的な情報提供を行う
体制がない。

・高齢者の住まいに関す
る地域課題を把握できて
いない。

ṇ ︡ אל

賃貸住宅供給促進計画策定
に当たり、介護保険事業計
画等におけるサービスの実
施状況や今後の方策等を把
握すること等を想定

地域ケア会議で明らかになった
住まい関係の課題を居住支援協
議会に共有すること等を想定

福祉部局が居住支援協議会へ
参画すること等を想定

ṇ ךּ ṕ Ṗוֹ
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פֿ קּ ( Ṗ 13

ṕ Ṗ

( )

( )

・ 福岡市では、市・区・概ね中学校区・小学校区・個別の各階層で「地域ケア会議」を実施。市レベルでの地域ケア会議であるṡ
Ṣ ︡ ṡ ךּ Ṣ ︡ ףּ 、 ךּ Ḯ

ṥ Ṧ

市レベルでの地域ケア会議（福岡市
地域包括ケアシステム推進会議）にお
ける「ゴミ屋敷や孤独死等が大きな問
題となっており、課題が複雑化する前
の、予兆の段階で介入する方法を考え
ていくべき」という意見を受け、福岡
市居住支援協議会専門部会で、見守り
のポイントなどをまとめた、住まい関
係者向け「ご近所気づきチェックリス
ト」を作成した。

Ṯ ṯ וֹףּ



厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

地域生活・発達障害者支援室

︣ ךּ

令和７年度 改正住宅セーフティネット法等に関する全国説明会
～ 住宅と福祉の関係者が連携した地域の居住支援体制の構築と市場環境の整備 ～

（令和７年６月）



ṇ ṇ

ṇ

ṇ

入居者の心身・生活の状況の変化に
応じて、必要な福祉サービスを受け
られるよう、相談先の情報を提供。

市町村、各種相談機
関等において、福祉
サービス等の利用を
含めて相談を受ける。

状態像の変化に応じて、
各種サービス等の利用
を開始することが可能。

居住安定援助による入居中のサポートを受けることで、一般住居よりも、本人、家族ともに安心して生活ができます。

また、大家が居住サポート住宅を供給するためにバリアフリー工事や防音・遮音工事を行う場合に、大家に対する改修費の補助があるほか、

低額所得者が入居し一定の要件を満たす場合には家賃低廉化補助（β）があります

β 通常の市場家賃よりも家賃を減額した大家に対して補助（自治体が補助を行っている地域に限る）

1

福祉サービスへのつなぎ

Ẇ צּ ︡

רּ ṕ Ṗ

( , , ḱ )

ṇḱ

ṇ

Ẇ צּ ḭ רּ לּ

וֹ

ṕ ḱ Ṗ

必要な場合は１日１回以上のICT
等による安否確認と、月１回以
上の訪問等による心身・生活の
状況の確認を実施。

נּ ︢ רּ

居住支援法人等によるサポート
があるため、大家さんも安心。

相談
安否確認

見守り



ṥ ṇ Ṧ פּ ︡ ︡ ︣

ṇ
見守り

安否確認

ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

ṇḱ

ṇ

何かあったときに備えて、
見守り等の支援体制のあ
る住居を希望。

入居者の心身・生活の状況の変化に
応じて、必要な福祉サービスを受け
られるよう、相談先の情報を提供。

必要な場合は１日１回以上のICT
等による安否確認と、月１回以上
の訪問による心身・生活の状況の
確認を実施。

就職を機に一人暮らし
を希望！

市町村、基幹相談支
援センター等におい
て、障害福祉サービ
スの利用を含めて相
談を受ける。

状態像の変化に応じて、
障害福祉サービスの利用
を開始することが可能。

居住支援法人等によるサポート
があるため、大家さんも安心。

現在、障害福祉サービスを利用していない方が一人暮らしを希望する場合、これからは居住サポート住宅も受け皿のひとつになります。

居住安定援助による入居中のサポートを受けることで、一般住居よりも、本人、家族ともに安心して生活ができます。

また、大家が居住サポート住宅を供給するためにバリアフリー工事を行う場合に、大家に対する改修費の補助があるほか、低額所得者が入居

し一定の要件を満たす場合には家賃低廉化補助（β）があります

β 通常の市場家賃よりも家賃を減額した大家に対して補助（自治体が補助を行っている地域に限る）

午前
民間企業等において一般就労

午後

福祉サービスへのつなぎ

2
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טּ ṇ ︣

3

ṇ

福祉サービスへのつなぎ見守り

安否確認

ṇ

入居者の心身・生活の状況の変化に
応じて、必要な福祉サービスを受け
られるよう、相談先の情報を提供。

必要な場合は１日１回以上の
ICT等による安否確認と、月１
回以上の訪問による心身・生
活の状況の確認を実施。

居住支援法人等によ
るサポートがあるた
め、大家さんも安心。

認定事業者によるサポー
トがあるため、安心して
一人暮らしをスタート！今までは親子で同居してき

たが、両親の高齢化等を考
慮し、こどもの一人暮らし
に向けて見守り等の支援体
制のある住居を希望。

ṕ Ṗ

ṇḱ

市町村や基幹相談支援センター等において、
障害福祉サービスの利用（追加の支給申請
や支給量の変更）を含めて相談を受ける。

両親が自分たちの高齢化も踏まえ、本人が希望する単身生活を検討している場合、これからは居住サポート住宅も受け皿のひとつになります。

居住安定援助による入居中のサポートを受けることで、一般住居よりも、本人、家族ともに安心しながら地域で一人暮らしできます。

また、大家が居住サポート住宅を供給するために防音・遮音工事を行う場合に、大家に対する改修費の補助があるほか、低額所得者が入居し

一定の要件を満たす場合には家賃低廉化補助（β）があります

β 通常の市場家賃よりも家賃を減額した大家に対して補助（自治体が補助を行っている地域に限る）

午前 精神科通院 就労継続支援
B型

就労継続支援
B型

就労継続支援
B型午後 訪問看護 居宅介護

ṕ Ṗ
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4

ṇ

福祉サービスへのつなぎ
見守り

安否確認

ṇ

退院後の住まいを確保し
たいが入居できる物件を
みつけるのが課題。

入居者の心身・生活の状況の変化に
応じて、必要な福祉サービスを受け
られるよう、相談先の情報を提供。

必要な場合は１日１回以上の
ICT等による安否確認と、月１
回以上の訪問による心身・生活
の状況の確認を実施。

居住支援法人等によ
るサポートがあるた
め、大家さんも安心。

認定事業者によ
るサポートがあ
るため安心！

ṕ Ṗ

ṇḱ

市町村や基幹相談支援センター等において、
障害福祉サービスの利用（追加の支給申請
や支給量の変更）を含めて相談を受ける。

精神科病院退院後の住居の確保に悩んでいる方の場合、これからは、居住サポート住宅も地域移行の受け皿のひとつになります。

居住安定援助による入居中のサポートを受けることで、一般住居よりも、安心して生活できます。

低額所得者が入居し一定の要件を満たす場合には家賃低廉化補助（β）があります

β 通常の市場家賃よりも家賃を減額した大家に対して補助（自治体が補助を行っている地域に限る）

午前 就労継続支援B型
就労継続
支援B型

居宅介護
就労継続
支援B型

居宅介護

午後 訪問看護 精神科通院 自立生活援助

ṕ Ṗ
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5

引き続き親子での同居を希望しているが、親の高齢化などを踏まえ、親の負担を軽減するとともに、子がより安心して

生活することができるよう、

・ 親子が一緒に居住サポート住宅に入居する。（β１）

・ 建物の一部が居住サポート住宅の場合、居住サポート住宅の部屋に子（障害者）が、居住サポート住宅でない部屋

に両親が、それぞれ入居する。

障害者の夫婦が一緒に入居する。（β２）

以下のような同居を希望するケースにおいても、 （世帯用として供給されていることを前提として）居住サポート住

宅の利用が想定されます。

※１
【専用住宅の場合】親子ともに要援助者である場合又は子（障害者）が要援助者で、親と生計を一にする場合は、親子で同居が可能。
【専用住宅以外の場合】要援助者以外も入居可能であるため、親子で同居が可能。

※２
【専用住宅の場合】夫婦ともに要援助者である場合又は片方が要援助者であり夫婦が生計を一にする場合は、夫婦で同居が可能。
【専用住宅以外の場合】要援助者以外も入居可能であるため、夫婦で同居が可能。



・賃貸人（大家）の不安軽
減により、単身障害者等
の住宅確保要配慮者の民
間賃貸住宅への円滑な入
居につながる。

・住宅と福祉が連携した総
合的・包括的な居住支援
体制が構築される。        

・空き家などの住宅ストッ
クを含め、住まいに関す
る地域課題が把握される。

Ṯ קּ ṯ
・終身建物賃貸借の利用促進

・居住支援法人による残置物処理の推進

・家賃債務保証業者の認定制度の創設

Ṯ ṇ לּ ṯ
・「居住サポート住宅」の認定制度の創設

居住支援法人等が、住宅確保要配慮者に対して安否確認や見守
り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う「居住サポート住
宅」の供給を促進（β市区町村長等が認定を行う）

Ṯ ṯ
・国土交通大臣と厚生労働大臣による基本方針の共同策定
・基本方針及び賃貸住宅供給促進計画の記載事項に「福祉サービ

スの提供体制の確保に関する(基本的な)事項」を追加

＋ 基本方針及び賃貸住宅供給促進計画が国の指針や障害福祉
計画等の福祉関係計画と調和すべき旨を規定

Ṯ ḱ ṯ

・市区町村における居住支援協議会設置の努力義務化

・居住支援協議会と福祉関係の会議体との連携を努力義務化する
とともに、構成員として社会福祉協議会など「住居確保要配
慮者の福祉に関する活動を行う者」を追加 88

ṇ ︡ ךּ ṕ Ṗוֹ

○ 単身世帯の更なる増加、持家率の低下等、単身障害者などの住宅確保要配慮者への住まい支援のニーズは今後ますます高まることが想
定されるとともに、住宅確保要配慮者は住宅以外の困りごとを抱えていることも多い。このため、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に円
滑に入居し安心して生活できるよう、 ṕ Ṗּצ ︡ ךּ︣ するとともに、 ךּ ︣ פּ

ṇ תּ ḱ を図る。【令和７年１０月１日施行】

・死亡後の残置物処理や
孤独死による事故物件の
おそれなど、大家は障害
者等の住宅確保要配慮者
の入居に対して一定の拒
否感を有している。

・住宅施策と福祉施策の
連携不足により、住まい
や複合的な課題に関する
相談を受け付ける窓口・
一元的な情報提供を行う
体制がない。

・障害者等の住まいに関
する地域課題を把握でき
ていない。

ṇ ︡ אל

賃貸住宅供給促進計画策定
に当たり、障害福祉計画等
におけるサービスの実施状
況や今後の方策等を把握す
ること等を想定

（自立支援）協議会で明らかに
なった住まい関係の課題を居住支
援協議会に共有すること等を想定

福祉部局が居住支援協議会へ
参画すること等を想定

ṇ ךּ ṕ Ṗוֹ

6



ểḰ ךּ

ẑ

・都道府県/市町村の区域内における住宅確保要配慮者に対す

る賃貸住宅の供給の目標

・住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関

する事項

・住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に

関する事項

・住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関

する事項

・賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を

営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の

確保に関する事項

ךּ קּ ךּ

・賃貸住宅供給促進計画を作成する際、障害福祉計画の内容を把握した上で作成することを想定しているため、住宅部
局との連携・協働をお願いしたい。

ṝ Ṟ

・障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事

業の提供体制の確保に係る目標に関する事項

・各年度における指定障害福祉サービス、指定地域

相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要

な量の見込み

・地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

ṝ Ṟ

・必要な見込量の確保のための方策

・関係機関との連携に関する事項

7



③

②

①

ỄḰ ḱ ךּ

ṕ Ṗ

・住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供

・民間賃貸住宅への入居及び日常生活を営むために必要な福祉サービス

の利用に関する住宅確保要配慮者からの相談に応じて適切に対応する

ための体制の整備

・住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する施策と住宅確保要

配慮者の生活の安定及び向上に関する施策との連携の推進 等

① 福祉部局は住宅部局と連携して、居住支援協議会の設置準備や運営に参画するとともに、必要に応じ（自立支援）協議会のその他の構
成員にも居住支援協議会に参画頂くことを検討いただきたい。

② （自立支援）協議会等において、住宅確保要配慮者からの障害福祉サービスの利用に関する相談体制の整備や、住宅施策との連携推進
について協議することを検討いただきたい。

③ （自立支援）協議会と居住支援協議会の連携を図っていただきたい。

・地方公共団体、居住支援法人、宅地建物取引業者 等

・社会福祉協議会その他の住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行う者

・住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、住宅確

保要配慮者の賃貸住宅への入居に関する課題についての情報の共有そ

の他相互の連携に努めなければならない。

・地方公共団体

・関係機関、障害者等の福祉、医療等に関連する職務に従事する者 等

ךּ קּ ךּ

・地域における障害者等への適切な支援に関する情報及び支援体制に関

する課題についての情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図る

とともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議

・住宅確保要配慮者からの障害福祉サービスの利用に関する

相談体制の整備や、住宅施策との連携についても協議

・（自立支援）協議会及び居住支援協議会で明らかに
なった障害者の住まいの確保に係る課題を互いに共有

8
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ṥ ṕ ṖṦ
賃貸契約による一般住宅（※）への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者

等に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者等の地域生活を
支援する。
※「一般住宅」とは、公営住宅及び民間の賃貸住宅（アパート、マンション、一戸建て）のことをいう。

ṥ Ṧ 
市町村（共同実施も可能）（指定相談支援事業者等へ委託することができる。）

ṥ Ṧ
障害者等であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が

困難な者。ただし、原則として、現に障害者支援施設や精神科病院に入院している精神障害者に係るものは除く。

ṥ Ṧ
賃貸契約による一般住宅への入居に当たって支援が必要な障害者について、不動産業者に対する一般住宅のあっ

せん依頼、障害者と家主等との入居契約手続きにかかる支援、保証人が必要となる場合における調整、家主等に対
する相談 ・助言、入居後の緊急時における対応等を行う。
（１）入居支援（不動産業者に対する物件あっせん依頼及び家主等との入居契約手続き支援。）

※地域において公的保証人制度がある場合には、必要に応じその利用支援を行う。
（２）居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整（利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な

支援を受けることができるよう調整を行う。）

ךּ קּ ךּ

・ 住宅入居等支援事業（居住サポート事業）について、未実施の場合はまずは事業実施をご検討頂くとともに、事業
実施自治体含め、今後は居住支援法人との連携についてもご検討いただきたい。

9
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ṕ Ṗ

実施
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37
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6
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0
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①直営で実施

②指定相談支援
事業者に委託で
実施

③不動産業者に
委託で実施

38

254
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35
16
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市
町
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数

①障害者向け住宅の確保、リストの作成

②入居支援（物件斡旋依頼、入居契約手続

き支援）

③24時間支援（緊急の相談支援、関係機関

との連絡・調整等）

④関係機関によるサポート体制の調整

⑤施設等・病院に入所・入院している精神

障害者に対する②～④の取組

⑥その他

※経過的取扱い
現に障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に対する入居

支援及び居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整及び２４時間支援については、地域移行
支援・地域定着支援の実施体制が整備されるまでの間、経過的に実施できるもの。

※ 複数回答可であるため、合計数は実施市町村数と一致しない。

市町村数：1,741

実施市町村数：307

※ 複数回答可であるため、合計数は実施市町村数と一致しない。

実施市町村数：307
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ṕ ṇ Ṗ

各種支援（サービス）等利用
（地域にある様々な福祉サービス等を調整や他の専門機関等へのつなぎを行います）

自治体や相談支援事業所はどこ
でも、相談をまずは受け止め、
丁寧に話を聞き、相談の内容を

整理します。
他機関等による支援が適切であ
る場合には、その機関に丁寧に

つなぎます。

︡

計画相談以外であっても相談支援専門員は原則としてケアマネジメントの技法を用いて支援を行います。

כֿ ︡ פּךּ פּ
ךּ ḭ פּ

ṇ ￼
︡ ︣Ḯ

相談は本人のみならず、家族・親
族や地域住民、関係機関等からの

相談も受け付けます。

ḱ

ṕ Ṗ
例

ṇ ︡ ךּ

①ケアマネジメントを提供することを基本としながら、その過程で（並行して）、
②面談や同行等をしながら、不安の解消や本人が前向きになったり、主体的に取り組む方向に向けた働きかけ等を行うこ

と、本人の希望する暮らしのイメージを具体化するための取組等を行います。（エンパワメント・意思決定支援）
③利用者が希望する日常生活を継続するために必要な支援を直接行うこともあります。

כֿ לּ ︢ ḭ ︣ ︡ ṇ ︡ ︣Ḯ

ṇ ︣

定期的な状況等の確認、
プランの検証・見直し等

このプロセスを
繰り返します
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居宅における自立した日常生活への移行後の定着に関する相談等の援助を行う

ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

ṕA Ṗ

ṕB Ṗ

ṕ Ṗể. Ễ. ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

6 12

212,509

13,790

27,511

16,564

42

62,428

21,170

304,920

122,026

1,178

199,550

2,204

15,510

37,249

85,116

381,894

18,385

22,628

7,618

5,739

2,335

12

6,560

259

12,973

2,526

284

14,247

185

1,383

2,839

4,384

18,427

1,703
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ṕ Ṗ

Ṅ

ṕ Ṗ

ẑ ṕ Ṗẑ ṕ Ṗ

ṕ Ṗể. Ễ. ṕ Ṗ

198,692 13,566

377,599 22,584

392 130

26,968 2,369

1,267 183

1,705 200

261,238 10,568

94,642 6,930

721 369

4,638 548
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ṕ Ṗ ךּ

Å （自立支援）協議会は、 צּ ḭ וֹףּ ︡ḭ נּ ḭ ṇ

を進めていくこと及び を図る役割を担うべく整備がすすめられてきた。

Å その役割が重要であるにも関わらず法律上の位置付けが不明確であったため、障害者自立支援法等の一部改正によ

り、平成24年４月から、（自立支援）協議会について、設置の促進や運営の活性化を図るため、法定化された。

Å 平成25年4月の障害者総合支援法の施行により、（自立支援）協議会の名称について地域の実情に応じて定められ

るよう弾力化するとともに、当事者及びその家族の参画が明確化された。

Å （自立支援）協議会の設置は、地方公共団体（共同設置可）の努力義務規定。（法89条の３第１項）

Å ḭ ḭ しようとする場合、あらかじめ、（自立支援）協議会の

意見を聴くよう努めなければならないとされている。（法88条第９項、89条第７項）

Å 設置状況（R６.4月時点） 市町村: 1,689 自治体(設置率約97％) ※協議会数: 1,212 箇所

都道府県: 47 自治体(設置率100.0 ％)

※構成メンバーについては、設置地方公共団体の ︢ されるべきものである。

（想定される例）

相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、保健所、保健・医療関係者、教育・雇用関係機関、企業、

、障害者関係団体、障害者等及びその家族、学識経験者、民生委員、地域住民 等

18



○市町村は、特に、既存のサービス・体制のみでは対応が難しく、市町村が中心となって有機的な連携体制の構築も
含め対応が必要となる、地域における生活への移行及び継続を希望する障害者等に対して、上記の機能を整備する。

○都道府県は、管内市町村における整備や機能の充実に向けた広域的な見地からの助言、その他の援助を行う。

障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、緊急時の対応や施設や病院等からの地域移行の推進を担う地域生活支
援拠点等については、令和６年度から障害者総合支援法に位置付けられるとともに、その整備に関する市町村の努力義
務が設けられた。

【地域生活支援拠点等が担うべき機能（障害者総合支援法第77条第３項）】
① 居宅で生活する障害者等の、障害の特性に起因して生じる緊急の事態における対処や緊急の事態に備えるため

の相談に応じること、支援体制の確保のための連携や調整。緊急時における宿泊場所の一時的な提供等の受入
体制の確保

② 入所施設や病院、親元からの地域移行に向けた、一人暮らしやグループホーム等の体験利用の機会の提供や、
その為の相談や情報提供、関係機関との連携・調整等

③ 障害者の地域生活を支える専門的人材の確保・育成等

ṕ ḱ Ṗ

ṇ ṇ ṇ

נּ ḱ

・相談支援事業者
・サービス事業者

等

♩☻ꜝ▬─☻כ♫ה ה ⌂⇔

︣
・医療機関からの地域移行
・入所施設からの地域移行
・親元からの自立 等

令和４年障害者総合支援法等
の一部改正による見直し
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וֹףּ

○ 地域移行支援、自立生活援助及び地域定着支援において以下の取組を実施した場合に報酬上評価する。

・ サービス事業所が居住支援法人又は居住支援協議会に対し、利用者の住宅の確保や居住支援に必要な情報の
共有

・ 障害者総合支援法に基づく協議会等に対し、住宅の確保や居住支援に係る課題の報告

○ 自立生活援助について、一定の要件を満たす障害福祉サービス事業者等に限定されていた実施主体に係る要件
を廃止し、居住支援法人を含む多様な事業主体の参入を促す。

ṕ ḭ Ṗ

ṕ Ṗ

○ 市町村及び都道府県が障害福祉計画を定めるに当たっての国の基本指針において、以下の項目を規定。

・ 障害福祉計画等の作成に当たっては、住宅政策担当部局を含む関係機関と連携して作業に取り組む体制を整
備し、協力して作成することが必要であること。

・ 障害者が希望する一人暮らし等を実現するため、障害者の地域生活を支援するサービスと居住支援法人との
連携を推進する必要があること。

・ 障害者総合支援法に基づき都道府県及び市町村が設置する協議会と居住支援協議会との連携に努めること。
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ỉ ễ ṕ Ṗ
ṕ ṇ ︣ ṕ 2 9 1 1 6 ṖṖ

第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項

二 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方

３ グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実

地域における居住の場としてのグループホームの充実を図るとともに、自立生活援助（障害者総合支援法第五条第十六項に規定する自立
生活援助をいう。以下同じ。）、地域移行支援（同条第二十項に規定する地域移行支援をいう。以下同じ。）及び地域定着支援（同条第二
十一項に規定する地域定着支援をいう。以下同じ。）、自立訓練等の推進により、入所等から地域生活への移行を進める。

障害者が希望する一人暮らし等を実現するため、これらのサービスと居住支援法人（住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に
関する法律（平成十九年法律第百十二号）第四十条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人をいう。）との連携を推進するとともに、グ
ループホームにおける希望する障害者への一人暮らし等に向けた支援等の充実を図る必要がある。（以下略）

三 相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方

４ 協議会の活性化

障害者等への支援体制の整備を図るため、都道府県及び市町村は、関係機関、関係団体、障害者等及びその家族、障害者等の福祉、医療、
教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者（以下「関係機関等」という。）により構成される協議会（以下単に「協議会」
という。）を置くように努めなければならない。（中略）

上記を踏まえ、協議会の運営においては、協議会における個別事例の検討等を通じて抽出される課題を踏まえて地域の支援体制の整備の
取組の活性化を図ることが重要である。例えば、医療を必要とする者が地域で安心・安全に生活できるようにするため、精神科病院その他
の医療機関や保健所と連携の上、障害者等の実態把握、障害者等の支援に係る地域資源の評価、必要な支援体制の構築及びその運営状況に
対する評価、支援体制の改善等を行うことが望ましい。また、協議会の下に設置された専門部会等の活動に当事者が参画することも重要で
ある。さらに、障害者等が安心して地域に住むことができるよう、都道府県及び市町村においては、協議会と居住支援協議会（住宅確保要
配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第五十一条第一項の住宅確保要配慮者居住支援協議会をいう。）との連携に努めること
が求められる。（以下略）

第三 計画の作成に関する事項

一 計画の作成に関する基本的事項

２ 計画の作成のための体制の整備

(二) 市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携

障害福祉計画等の作成に当たっては、介護保険担当部局、子育て支援や母子保健等の児童福祉担当部局、労働担当部局、保健医療担当部
局、地域振興担当部局、住宅政策担当部局、デジタル担当部局、情報通信担当部局、文化行政担当部局等の関係部局及び教育委員会等の教
育担当部局並びに都道府県労働局等の関係機関と連携して作業に取り組む体制を整備し、協力して作成することが必要である。（以下略）

21



︣
︣

令和６年４月１日（ただし、２①及び５の一部は公布後３年以内の政令で定める日、３②の一部、５の一部及び６②は令和５年４月１日、４①及び②の一部は令和５年10月１日）

ểḰ 【障害者総合支援法、精神保健福祉法】

① 共同生活援助（グループホーム）の支援内容として、一人暮らし等を希望する者に対する支援や退居後の相談等が含まれることを、法律上明確化する。
② 障害者が安心して地域生活を送れるよう、地域の相談支援の中核的役割を担う基幹相談支援センター及び緊急時の対応や施設等からの地域移行の推進を担う地域

生活支援拠点等の整備を市町村の努力義務とする。
③ 都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできるようにするとともに、これらの

者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。

ỄḰ ṇ ︣ 【障害者総合支援法、障害者雇用促進法】

① 就労アセスメント（就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理）の手法
を活用した「就労選択支援」を創設するとともに、ハローワークはこの支援を受けた者に対して、そのアセスメント結果を参考に職業指導等を実施する。

② 雇用義務の対象外である週所定労働時間10 時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率に
おいて算定できるようにする。

③ 障害者の雇用者数で評価する障害者雇用調整金等における支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化する。

ễḰ ṇ ︢ 【精神保健福祉法】

① 家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村長の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切に医療を提供できるようにするほか、
医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要件の確認を行う。

② 市町村長同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望のもと、入院者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、必要な情報提供を行う「入院者訪問支援事業」
を創設する。また、医療保護入院者等に対して行う告知の内容に、入院措置を採る理由を追加する。

③ 虐待防止のための取組を推進するため、精神科病院において、従事者等への研修、普及啓発等を行うこととする。また、従事者による虐待を発見した場合に都道
府県等に通報する仕組みを整備する。

ỆḰ ︣ 【難病法、児童福祉法】

① 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成について、助成開始の時期を申請日から重症化したと診断された日に前倒しする。
② 各種療養生活支援の円滑な利用及びデータ登録の促進を図るため、「登録者証」の発行を行うほか、難病相談支援センターと福祉・就労に関する支援を行う者の

連携を推進するなど、難病患者の療養生活支援や小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を強化する。

ệḰ ṇ ḭ ךּ ṇ ṇ ṕỏọṖ ︣ 【障害者総合支援法、児童福祉法、難病法】

 障害ＤＢ、難病ＤＢ及び小慢ＤＢについて、障害福祉サービス等や難病患者等の療養生活の質の向上に資するため、第三者提供の仕組み等の規定を整備する。

ỈḰ 【障害者総合支援法、児童福祉法】

① 市町村障害福祉計画に整合した障害福祉サービス事業者の指定を行うため、都道府県知事が行う事業者指定の際に市町村長が意見を申し出る仕組みを創設する。
② 地方分権提案への対応として居住地特例対象施設に介護保険施設を追加する。 等 

このほか、障害者総合支援法の平成30年改正の際に手当する必要があった同法附則第18条第２項の規定等について所要の規定の整備を行う。

障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現するため、①障害者等の地域生活の支援体制の充実、②障害者の多様な就労ニーズ
に対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進、③精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備、④難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の
充実及び療養生活支援の強化、⑤障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備等の措置を講ずる。
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Ẇ 市町村は、基幹相談支援センターを ︣ לּ ものとする。（法第77条の２第２項）

（一般相談支援事業、特定相談支援事業を行うものに対し、業務の実施を委託することができる（同条第３項））

Ẇ וֹףּ לּ として、次に掲げる事業及び業務を כֿלּ を目的
とする Ḯ※施設は必ずしも建造物を意味するものではなく、業務を行うための場所のこと。

   障害者相談支援事業(77 条1項3号)・成年後見制度利用支援事業(77 条1項4号)

他法において市町村が行うとされる障害者等への相談支援の業務
（身体障害者福祉法9条5項2号及び3号、知的障害者福祉法9条5項2号及び3号、精神保健福祉法49条1項に規定する業務）

︣
（地域における相談支援・障害児相談支援に従事する者に対し、一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児相談支援事業に関する

運営について、相談に応じ、必要な助言、指導その他の援助を行う業務）

( ) ︢ ṡ שּ Ṣ
（89条の3第1項に規定する関係機関等の連携の緊密化を促進する業務）

※ また、都道府県は、市町村に対し、基幹相談支援センターの設置の促進及び適切な運営の確保のため、広域的な見地からの助言

その他援助を行うよう努めるものとされている。（同条第７項）

77 2 1

Ệ

ṕ Ỉ Ệ ể Ṗ

ṇ ךּ

( )

β

設置の努力義務（相談支援事業者への委託可）
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ὡ צּ אל ḭ ḭ ךּ
̮ᾱ ѫ ₳᷈Ỉ Ḯ

☆ 単身での生活は不安があるため、一定の支援
を受けながら地域の中で暮らしたい方

☆ 一定の介護が必要であるが、施設ではなく地
域の中で暮らしたい方

☆ 施設を退所して、地域生活へ移行したいがい
きなりの単身生活には不安がある方 など

☆ 主として夜間において、共同生活を営むべき住居
において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護そ
の他の日常生活上の援助を行い、又はこれに併せて、
居宅における自立した日常生活への移行後の定着に
関する相談等の援助を実施

☆ 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡
調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施

事業所数・利用者数については、国保連令和6年12月サービス提供分実績

☆ פֿ ể צּ
☆ Ễ ểỂ
☆ 居室及び居室に近接して設けられる相互に

交流を図ることができる設備を設ける
☆ 居室の定員：原則１人
☆ 居室面積：収納設備を除きỉḰỆễ

Ͻи˔ФШ˔Эχᵵ

199,550

ṇ ṇ ṕ Ṗ

ṕ Ԏԃ֪֗Ԑ Ṗ ṕ Ԏԃ֪֗Ԑ Ṗ ṕ Ԏԃ֪֗Ԑ Ṗ

利用対象者 障害支援区分にかかわらず利用可能

ｻｰﾋﾞｽ内容
・主に夜間における食事や入浴等の介護や相談等の日常生活上の援助
・居宅における自立した日常生活への移行後の定着に関する相談等の援助

（日中サービス支援型を除く。）

介護が必要な
者への対応

当該事業所の従業者に
より介護ｻｰﾋﾞｽを提供

当該事業所の従業者によ
り常時の介護ｻｰﾋﾞｽを提供

外部の居宅介護事業所に
委託

報酬単位

障害支援区分に応じて
600 Ṍ171

障害支援区分に応じて
997 Ṍ253

171 Ṍ115
標準的な時間に応じて
(受託居宅介護ｻｰﾋﾞｽ)

96 Ṍ

事業所数 11,857 事業所
1,242 事業所

（平成30年4月～）
1,148 事業所

利用者数 167,004 人
18,441 人

（平成30年4月～）
14,105 人

26出典：国保連データ（各年度末月）

ẅ
ẅ ểỂ

※ 既存の建物を利用する場合は20名以下、
都道府県知事が特に必要と認める場合は
30名以下とすることができる。

※ 日中ｻｰﾋﾞｽ支援型の場合、一つの建物に
複数の共同生活住居を設けることができる。
（定員の合計は20人以下）

R6.12



ṇ ṇ צּ ︣ ḱ

○ グループホームでは、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の支援が行われている。

○ 近年、グループホームの利用者は増加しており、その中には、グループホームでの生活の継続を希望する者がいる一方で、

アパートなどでの一人暮らし等を希望し、生活上の支援があれば一人暮らし等ができる者がいる。

○ グループホームにおいて、地域で生活する上での希望や課題を本人と確認しつつ、一人暮らし等に向けた支援を提供すること

が求められていることを踏まえ、 ṇ ṇ ︡ ḭ ︡ ︣ ︣

︡ צּ ךּ ḭ ךּףּ ︣ Ḯ

※ ただし、グループホームにおける継続的な支援を希望する者については、これまでどおり、グループホームを利用することができる。

☆ 主として夜間において、共同生活を営むべ
き住居における相談、入浴、排せつ又は食
事の介護その他日常生活上の援助を実施

☆ 利用者の就労先又は日中活動サービス等と
の連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援
助を実施

居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者に
対し、居宅生活への移行や移行後の定着に関する相談等の支援
を実施。

一人暮らし等を希望する場合

GH入居中：一人暮らし等に向けた調理や掃除等の家事支援、
買い物等の同行、 金銭や服薬の管理支援、住宅

                 確保支援

GH退居後：当該グループホームの事業者が相談等の支援を
                 一定期間継続

支援(例)

令和４年障害者総合支援法等の一部改正による見直し
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【新設】 ṇ ・ ṇ ṇ 2,000 / ＊退居後3ヶ月 自立支援加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定した者が対象。

【新設】 ṇ 100 / ＊退居後共同生活援助サービス費、退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費に加算

【現 行】自立生活支援加算 500 単位/ 回 ＊入居中2回、退居後1回を限度

【見直し後】（新設） ( )ể,000 / ＊ 6ヶ月。個別支援計画を見直した上で支援を実施。介護サービス包括型、外部サービス利用型が対象。

（現行）自立生活支援加算(Ⅱ) 500 単位/ 回 ＊入居中2回、退居後1回を限度。日中サービス支援型対象

（新設） ( ) 80 / ＊移行支援住居。3年間。介護サービス包括型、外部サービス利用型において、共同生活住居単位で実施。

※ 利用者がグループホームの継続的な利用を希望している場合や意思の表明が十分に確認できていない場合、事業所や支援者の都合による場合等については、加算の対象外。

з

＊サービス管理責任者は、ソーシャルワークの専門職（社会福祉士や精神保健福祉士）を常勤専従で７：１以上で配置。
日中からの同行支援や会議体への参加等の居住の確保に関する支援、グループワークによる支援等を評価する。

ểḰ ṇ ṇ ︡ ︡ ︣

ỄḰ ṇ ṇ פּ ︡ ︣ ︣

ṇ ṇ פּ ︣ ︡ וֹ

︡

й

ễḰ

ṇ ṇ וֹףּ ︡ וֹ

【新設】 ṇ 100 / ＊自立支援加算(Ⅲ)に加算

【新設】 35 / 、 500 / （月1回を限度）

＊自立支援加算(Ⅰ)に加算。移行支援住居の入居者については、自立支援加算（Ⅲ）として一括して評価。

ṇ ṇ וֹףּ

28

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定による見直し
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Ḹ ᾍ Ḹ ͑ ḹֻ 100Ӵ̬ ᶥ

̱Ѱқ
ʹ ʹ˓ ḹֻ

100Ӵ̬

ᾱ̮ ̱Ѱқ
ᾱ̮ ˲ ᾱ̮ Ӳ ̝ ̱Ѱ ᶥ̊ʣ Ḹ
ᶫ ḹ ḸВ ḹֻ 35Ӵ̬

᷂Ḣᾱ̮ ̱Ѱ▌ӓ қ ᶥ ↓
ᾱ̮ ˲ Вֿ ̮ᾱ ͪ֗ ᾱ̮ ͜
Ӳ ̝ Ḹף ḹֻ 500Ӵ̬ ᶥ

ᶮͪ ̉ᴇ ₴ ὕ6 12548 ᶮͪ ̉ᴇ ₴ ὕ6 124,638


	レイアウトサンプル
	スライド 0: 生活困窮者自立支援制度等について
	スライド 1: 生活に困窮する者に対する重層的なセーフティネット
	スライド 2: 生活困窮者とは？
	スライド 3: 生活困窮者自立支援法の対象と支援の在り方
	スライド 4: 生活困窮者自立支援制度の体系
	スライド 5: 住まいの相談に対応できる体制の整備の全体像
	スライド 6: 住宅確保要配慮者等に対する居住支援施策（見取り図）　
	スライド 7: 自立相談支援事業
	スライド 8:    （住宅セーフティネット法）居住支援協議会設置の努力義務化
	スライド 9: 居住支援事業（シェルター事業、地域居住支援事業）
	スライド 10: 住居確保給付金①（就職活動を支えるための家賃補助）
	スライド 11: 住居確保給付金②（家計改善のための転居費用補助）
	スライド 12: 生活困窮者自立支援制度における他制度との連携
	スライド 13: （概要）「生活困窮者自立支援制度と住宅施策の連携について」
	スライド 14
	スライド 15:    生活困窮者自立支援制度の事業による 被保護者の支援 
	スライド 16:   
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19: 地域共生社会の在り方検討会議　概要
	スライド 20: 「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ
	スライド 21: 「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ
	スライド 22: 「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ
	スライド 23: 「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ
	スライド 24: 「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ
	スライド 25: 住まい相談に係る対応事例集①
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31
	スライド 32
	スライド 33
	スライド 34
	スライド 35
	スライド 36
	スライド 37
	スライド 38
	スライド 39
	スライド 40
	スライド 41
	スライド 42
	スライド 43
	スライド 44
	スライド 45
	スライド 46: 住まい相談に係る対応事例集②
	スライド 47
	スライド 48
	スライド 49
	スライド 50
	スライド 51
	スライド 52
	スライド 53
	スライド 54
	スライド 55
	スライド 56
	スライド 57
	スライド 58
	スライド 59
	スライド 60
	スライド 61
	スライド 62
	スライド 63
	スライド 64
	スライド 65
	スライド 66
	スライド 67
	スライド 68
	スライド 69
	スライド 70
	スライド 71: 主な検討事項（案）について
	スライド 72: （別紙）
	スライド 73: 地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて
	スライド 74: 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会
	スライド 75
	スライド 76
	スライド 77
	スライド 78
	スライド 79
	スライド 80: 改正住宅セーフティネット法の見直しについて（介護関係者向け）
	スライド 81: 　
	スライド 82: 居住支援に関連する障害保健福祉施策についての説明
	スライド 83: 居住サポート住宅の利用イメージ
	スライド 84: 【ケース①】実家から移行して一人暮らしを希望する身体障害者
	スライド 85: 【ケース②】実家から移行して一人暮らしを希望する知的障害者 　　　　　　と自分たちの高齢化等もあり本人へのサポートを希望する両親
	スライド 86: 【ケース③】精神科病院を退院した後の入居先を探す精神障害者
	スライド 87: 【ケース④】親子・夫婦での同居
	スライド 88: 改正住宅セーフティネット法の見直しについて（介護関係者向け）
	スライド 89: １．賃貸住宅供給促進計画と障害福祉計画との調和について
	スライド 90: ２．居住支援協議会への参画・連携について
	スライド 91: ３．住宅入居等支援事業（居住サポート事業）について
	スライド 92
	スライド 93
	スライド 94
	スライド 95
	スライド 96
	スライド 97
	スライド 98
	スライド 99
	スライド 100: （自立支援）協議会について
	スライド 101
	スライド 102: その他の障害福祉分野における居住支援法人等との連携
	スライド 103: 第７期障害福祉計画及び第３期障害児福祉計画に係る基本指針　（抜粋） （障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成29年厚生労働省告示第116号））
	スライド 104: 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律等の一部を改正する法律の概要
	スライド 105
	スライド 106: 現行の相談支援体制の概略
	スライド 107
	スライド 108
	スライド 109: グループホーム利用者が希望する地域生活の継続・実現の推進　
	スライド 110
	スライド 111
	スライド 112
	スライド 113


